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＜特別寄稿論文＞

オセアニア教育研究の意義

小山内洗

(北海道教育大学）

「オセアニア教育研究の意義」をのべよという課題をいただいた。はたしてその任

に堪えうるかどうか心もとないのだが、ふだん考えていることを率直にのべさせてい

ただくことでわずかでも責任を果たしたい。至らぬ点については、あらかじめご寛恕

をお願いしておきたい。

オセアニアは広大である。オーストラリア、ニュージーランド、そして太平洋諸島

を包含する。１９７１年、フイジーの初代首相の提唱により設置された南太平洋フォ

ーラム（SPF）には１６カ国・地域が加盟している。これだけ広大な範囲に及ぶ国・

地域の教育を仔細に見渡すのは不可能である。いきおい、自分がある程度の知識をも

っていて、また興味を引かれている国に焦点をしぼらざるをえない。それはオースト

ラリアである。それでもなお皮相な観察になることを恐れるのである。なぜオースト

ラリアなのかと問われれば、２０年前､豪政府奨学金でCanberraCollegeofAdvanced

Education（現CanberraUniversity）に留学させてもたったとき、オーストラリア

は教育先進国でないのかとふと思ったから、と答えたい。高等教育機関における行き

届いた学生指導（例えば、詳細なシラバスの提示)、異文化に対する尊敬と複合的価値

の承認を前提とした学校教育（例えば、地域人材を活用した多文化教育科目)、教師の

自主的教材研究の保障(例えば､地域ごとに設置されているカリキュラム・リゾース・

センター）など、今日わが国の現実的課題となっていることが、すでにあたりまえの

ことになっていた。日本もいずれこうなる（あるいは、しなければならない）と強く

思った記憶がある。

本稿では、「エスニシティ」および「遠隔」という２つのキーワードを中心に、いく

つかの視点から標題に掲げたことを考えてみたいと思う。そのさい、上でのべたよう

な事情から、焦点はオセアニアといってもオーストラリアにしぼられるのだが、ある

部分ではそれをあえて拡散させて、多少ぼんやりとなるかもしれないが、オーストラ

リア本土に限らず、トーレス海峡島を含めてもう少し広い範囲をも視野に入れてみよ

うかと思う。結局のところ、他国・地域の教育を研究することの意義は、自国の教育

の現状と課題をどう把握するかという問題と表裏一体をなすものであろう。その結び
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つきをできるだけ強固にするためには、対象国・地域にしぼる焦点は浅くも深くも自

在であるほうが便利である。

1．「エスニシテイ」をキーワードとしたオセアニア教育研究の意義

エスニシティ(ethnicity)は、民族、種族、部族などの集団に共通する基本的な特性、

つまりこうした集団を成り立たせている基本的な特性の全体をさす概念である。その

要素としては文化、宗教、言語などの共通性があげられるが、エスニシティ概念の最

大の特徴は帰属意識である。’)たとえば、どのような下位文化グループに所属しよう

とも、われわれが日本人として共通に意識している「日本人性」のようなものがエス

ニシテイであると考えられる。このような意味でのエスニシテイを一つのキーワード

とするとき、少なくとも２つの観点からオセアニア教育研究の意義をとらえることが

できるように思うのである。１つは国際理解教育との関連で取り上げてみたいトーレ

ス海峡Thursdaylsland（木曜島）における日本人の足跡である。そしていま１つは、

学校教育改革をうながすメタファー創出の必要性を訴えたフィジーの一教育学者の問

題提起である。

（１）トーレス海峡Thursdaylsland（木曜島）における日本人の足跡一国際理

解教育との関連で

ThursdayIsland(現地語でWaiben，便宜上ＴＩと略す)はヨーク岬半島の北端約３

０キロの沖合に浮かぶ。ケアンズから小型プロペラ機で２時間かかる。この島のこと

は司馬遼太郎の短編『木曜島の夜会』にすでに紹介されている。実際にこの島を訪れ

てみると、不思議な感'慨におそわれる。ＴＩは長さ約１．５キロ、幅約１．６キロの小島

である。しかし、最盛時１８９８年（明治３１）頃には、７００人以上の日本人でに

ぎわった「ジャヅプ・タウン」がそこにあった。島の高台に立つ慰霊塔の台座には、「日

本人は１８７８年から１９４１年まで北部オーストラリアの機関産業であった真珠貝、

高瀬貝、ナマコの採集産業に雇われ、島の人々とともに活躍し、漁場の発見、漁法の

改良を通して、この漁業を発展させた｡」という文言が刻まれている。

しかし、ＴＩはたんに日本人真珠貝採集者がかつて住んだ島というにとどまらない。

それはトーレス海峡のボトル・ネックの位置にあるという地理的特徴のゆえに、太平

洋戦争の惨禍にもろに巻き込まれてもいるのである。たとえば､ＴＩ生まれの３世Mrs、

Ike（現在ケアンズ在住）は、日本人収容所の近くに家があったのだが、「戦争が始ま

ったことが分からなかったのでいつものように友達と遊びながら家に帰ったら、オー
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ストラリアの兵隊さんがたくさん家のまわりに立っていて、ものすごくびっくりし

た。」２)という’９４１年１２月８日のできごとの鮮明な記憶をもっている。Mrs.,ｋｅ

はそれから１５日後、’２月２３日に船でビクトリア州のTaturaという町に強制疎

開させられた。彼女はそのとき９歳だったが、「３００人近い数のダイバーたちがみん

な貨物を積むところに入れられていた。島に残されたのは４８人くらいだった｡」とは

っきりした数字まで記憶している。それほど平和な島を突然襲った戦争の衝撃は強烈

だったということであろう。また、BettyOsborneは、強制収容所に入れられること

に抗議して「戦争は俺に何の関係もない」と言った一日本人が「足を撃たれた」とい

う証言を記録している。３）

平和な時代の真珠貝採りは儲けが大きかったが危険な仕事だった。ジャマル．シバ

サキさんはその様子を次のように語っている。「６０メートルも潜ると海底にはとて

も強い潮の流れがあるＯその流れに巻き込まれると、空気を送るパイプがさんご礁や

自分の体に巻きついてねじれてしまうＯエンジンのない帆だけの船だとパイプがから

まってもどうすることもできない。とりわけ、DarnleyDepthと呼ばれたはるか東方

の海域では、多くのダイバーが命を絶たれた。その半数以上は２１歳以下の若者だっ

た｡」４)先の慰霊塔の背後には７００余の荒れ果てた墓石が立っている。ただ荒字で

戒名らしき名前が書かれただけの卒塔婆も多い。そこに立つと異国の地で永眠したわ

れわれの先輩の光と影に富んでいたにちがいない人生がしのばれて胸がつまるのであ

る。

７０歳のセリーナ●ドーマヅトさんは往時の日本人の様子を次のように語っている。

「日本人は本当にいい人ばかりだったね。私もたくさんの友だちがいたよ。日本人、

中国人、マレー人などが仲良く混じり合っていた。ただ、シネマでは白人が２階に座

り、その他はみんな１階に座った。その頃のオーストラリア人は威張っていて好きに

なれなかったね。戦争が始まったときは本当に悲しかった。日本人がみんなどっかに

連れていかれて急にいなくなったのだもの○日本人はちっとも悪くない。戦争が悪か

った。

男の子はたこを飛ばしたり、相撲をしたり、女の子はお人形さんをたくさん飾った

り、見ていて本当に楽しかった。日本人は人が死ぬとたくさん食べ物をお供えする。

不思議で珍しかったね。それから、ある日、真珠貝を採るラガーボートで日本人の友

だちの家族とピクニヅクに行ったの○船がちょっと揺れたとき、友だちの女の子が“デ

ンジャー、デンジャー',と言ったの。その言葉の調子は今でも忘れないよ｡」５）

周知のように、国際理解教育には１０の重点領域がある。すなわち、①国際的相互

理解、②国際平和を守るための認識、③世界のすべての地域の人々 の基本的人権の尊
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重、④国際社会と日本人の自覚、⑤国際的責任・貢献のできる日本人の育成、⑥異文

化理解．他文化理解、⑦コミュニケーション能力、⑧地球的諸問題、⑨交流活動の推

進、⑩カリキュラム開発等である。６)上でのべたＴＩの日本人の歴史は、このうち特

に④⑤⑥にかかわって、格好の教材的価値をもつと思われる。貧困を脱するための海

外移住、危険な潜水労働、日本文化を維持しつつ現地の諸民族と仲良く混じり合った

生活、太平洋戦争下の特別な苦労、トーレス海峡島民から今も得ている尊敬と感謝、

これらのテーマの一つひとつが国際理解教育を観念的思弁に終わらせない教材に発展

させることが可能なのである。たとえば、TIStateHighSchoolのＹｅａｒｌ２の生徒た

ちが調べ上げて出版したPearlingintheTbrresStraitは、そのような教材の典型と

言ってよいであろう。

（２）学校教育改革をうながすメタファー創出の必要性一フイジーの一教育学者

の問題提起

AustralianCollegeofEducation（ACE)の１９９７年度大会の全体会における

KonaiHelu-Thaman女史の基調講演はわれるような満場の拍手を浴びた。女史はフ

ィジーのtheUniversityoftheSouthPacific人文学部長をつとめるトンガ人教育学

者である。“Kakala:'IbwardsaPacificConceptof'IbachingandLearning”と題し

た基調講演は、およそ次のような内容をもつものだった。

①オセアニアの子どもたちが社会化される文化環境を認め、その価値を尊重する

教育課程が必要である。なぜなら、それを無視することは、学校教育の恩恵を

得て文化的アイデンティティを発達させる機会を生徒から奪うことになるであ

ろうから。したがって、教師教育の任にあたるものは、制度的学校とコミュニ

ティ住民との間の文化的価値の摩擦を敏感に受け止め、より多くの生徒に学校

教育の恩恵を保障するような理念とストラテジーをもった教師を養成する必要

がある。

②コミュニティの文化と制度的学校の文化との間にギャップが横たわるとき、い

かに教授・学習が困難になり、アンダーアチーバーが増えるか。たとえば、ト

ンガではＹｅａｒｌｌでSchoolCertificateを成功裡に取得するのはＹｅａｒ７の生徒

の１０パーセント以下である。トンガの中等教育は上級校進学志向であり、文

化的に非民主的である。その一つの弊害として、よい教育を受けた若者の間に

体系的自己中心性(systematizedselfishness)があげられる。たとえば、長老を

‘‘がらくた'’よばわりしたりする。

③最近のグローバリゼーションの流れも、本来的な自己の文化と制度的学校教育
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の文化との摩擦・衝突を拡大する方向に作用していないだろうか。先進工業国

の文化的実践と価値観一言語、コミュニケーションネットワーク、消費主

義など－が諸地域に輸出され、抑圧感とアイデンティティの喪失を助長し

ていないだろうか。このようなオセアニアの教育危機を克服するには、学校教

育をもつと多くの生徒と教師に意義あるものとするように、教育の概念規定を

しなおす必要がある。

④西洋流高等教育の洗礼を受けた人であっても、自分の教育観をもう一度根底か

ら見直してみるべきであろう。そのため、自文化を語り、表示する意味あるシ

ンボルとメタフアーを発見しなければならない。Kakalaこそ、それにふさわし

いものと信ずる。Kakalaはトンガ語で花輪の意味である。それには数百年の伝

統をもつエチケットと関連する多くの単語がある。Kakalaを作るには、１日の

うちいつどこで正しい花を摘むか、どうやって涼しい場所に必要となるまで保

管するかについて、まず知識と経験をもつことが重要である。次に、実際に

Kakalaを編むには、それを与える客人の社会的地位に合うように、適切な考慮

にもとづいていろいろ異なった花を編みこまなければならない。ダンスのとき、

ピクニヅクのとき、正式に賓客を迎えるときなど、ＴＰＯに合わせた作り方があ

る。それができなければならない。最後に、Kakalaを進呈するときの気持ちが

ある。それはひとことで言えば、共有の精神である。だから差し出し方、手渡

し方にこまかなしきたりがある。

⑤Kakalaのメタファーに即して言えば、「教える」とは、第一に、生徒と学校が

位置するコミュニティの文化を知り、理解することである。そこでは「協力」

することの重要性一生涯、多くの人との協力なしには生きていけないとい

う自覚一が強調されなければならない。協力とは、文化的に適切な方法に

よって尊敬と共感を自他で共有することである。第２に、学習(learning)と教授

（teaching)は、それぞれトンガ語で“ako'，と“faiako”であるが、“faiako”は

自分の“ulungaanga'，によって他人に学びを引き起こすことを意味する。

“ulungaanga”は西洋流に言えば「在ること」（being)と「為すこと」（doing）

の両方の概念を含む語である。トンガではそのような人一つまり、たんな

る物知りでなく知識と感化力によってコミュニティに幸福をもたらすことがで

きる人だけが「教える」ことができると信じられているのである。

⑥結論として、国際的な場で語られる教育言説（デイスコース）を自国・地域の

文化的背景・伝統を考慮することなく持ち込むことは、生徒とコミュニティの

文化と制度的学校の文化の摩擦を拡大する可能性を強める。このことを念頭に
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置いて、新しい教育理論を打ち立てていくことを助けるどのようなメタフアー

を創出すべきか、そのことを考え合いたい。７）

Helu-Thaman女史の基調講演はトンガの教育事情を背景にしてのべられているの

で、すぐさまわが国のそれに当てはめることはできない。それは言うまでもないこと

である。にもかかわらず、あえて上でやや詳しく紹介したのは、自国の伝統的文化の

特徴と長所を生かして、新しい教育の展望を語り合う共通のメタフアーを作り出せな

いか、という問題提起に共感を覚えるからにほかならない。学校教育における諸困難、

地域の教育力の低下、家族のきずなの弱体化、道徳的価値観の混迷、青少年非行の続

発、高等教育機関が直面している不透明な将来展望など、いまわが国の教育が全体と

してかかえている問題はあまりにも深刻である。

もっとも懸念されることは、グローバリゼーションの流れの中でわが国の教育はど

う立ち行くべきかについて明確な理念を国民的なレベルで確立しえていないことであ

る。もしかして日本は教育を重視しない特異な先進国になっていないか、という思い

が頭をよぎる。その思いが誤っていなければ、わが国の教育はまだ成長過程にあると

認め、共に学び共に育つことの重要性を国民的なレベルで共有すべきだと言えるはず

である。こうした状況において求められるのは、多くの人にとって分かりやすく、解

釈において発展性のあるメタフアーの創出であることは疑いない。しかもそれがわが

国の伝統的文化価値に根ざしたものであれば、学校教育を含めて、わが国の教育に新

しい展望を切り開く有力な手がかりになるだろう。

メタフアーは想像力を刺激する点で言説（デイスコース）と異なる。また、言説は

しばしば定義を伴うが、メタファーに定義は不要である。いま、わが国の教育状況は、

あれこれの言説による分析的記述よりも、メタフアーによる今後のありようの語り合

いを必要としているのではなかろうか。オセアニアの一教育学者の問題提起はこのよ

うな思いを強くさせるものである。

２「遠隔」をキーワードとしたオセアニア教育研究の意義

ここではオセアニアの中心であるオーストラリアに焦点をしぼる。オーストラリア

は大陸の中では最も小さな大陸で、その面積は約７６９万平方キロである。大陸の平

均高度は３３０メートルで低平な大陸であることが特徴としてあげられる。

このようにオーストラリアは広大な国土をもちながらも、人口が均等に分布してい

ない。名著『遠隔の圧制』の中で著者Blaineyは「山岳地帯がスイスの特徴であるよ

うに遠隔がオーストラリアの性格である」として、ヨーロッパから遠隔の地であるこ
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と、一方の海岸部から他方の海岸部までが遠距離であること、海岸部から内陸部への

距離的な隔たりがあることがオーストラリアの歴史を形成する重要な要因となってい

るとのべている。８)オーストラリアは今日の国のかたちをこうした隔たりの克服と順

化の上に築いたと言うことができる。

では、教育の面で遠隔の圧制にどのような挑戦が見られるのか。以下では、「遠隔」

をキーワードに、CairnsSchoolofDistanceEducation(CSDE)の教育実践とJames

CookUniversity(JCU)における遠隔教育教材作成システムの２つの視点から、オセア

ニア教育研究の意義をさぐってみたいと思う。

（２）ケアンズ遠隔教育学校(CSDE)の教育サービス一僻地教育への示唆

ＣＳＤＥはケープヨーク岬半島一帯に遠隔教育サービスを提供している。ケープヨー

ク岬半島の面積は約３０万平方キロ（クインズランド州全体の約１７パーセント）で

ある。ビクトリア州は約２２万８千平方キロ、タスマニア州は約６万８千平方キロで、

両方合わせてもケープヨーク岬半島の面積には達しない。それだけ広大な地域を

ＣＳＤＥはカバーしている。２０００年２月現在、プレスクール、プライマリー、セカ

ンダリー全部で約３５０名の生徒が学んでいる。つまり４歳児からＹｅａｒｌＯまでの生

徒である。ＹｅａｒｌＯまでがクインズランド州の規則では義務教育修了年限（年齢で１

５，１６歳）である。

ＣＳＤＥへの入学資格は原則として以下の２点を満たす場合である。

①ケープヨーク岬半島に居住し、クインズランド州住民で、かつ１６週以上の授

業に出席できること。

②遠隔入学は最寄りの公立学校から１６キロ以上離れていて、かつ最寄りの交通

機関の停留所まで４．５キロ以上ある場合に認められる。しかし、最寄りの交通

機関の停留所まで４．５キロ未満であっても、最寄りの公立学校から５６キロ以

上離れているか、あるいはスクールバスを用いても１日の通学時間が３時間を

超す場合は入学が認められる。

これら２つの条件にかなう入学者は遠隔教育手当(theAssistancefbrlsolated

Children:AIC)の支給対象となる。

ＣＳＤＥの教員の勤務条件はわれわれから見れば過酷である。たとえば、アクテイ

ビテイやホームビジットなどの校外勤務がある。そのときは女性教員といえども一

人で出かけなければならない。たとえば、ホームビジツトの様子をIanMackay校

長は次のようにのべている。「私たちは旅するときはスワッグ１枚で床に寝るなど

は普通のことです。私たちが訪問する家庭の全部が空きベッドをもっているとは限
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りません。

私たちのホームビジットの普通のスタイルは、午後目的の家庭に入って、夜は家

族と一緒に過ごし、翌日は子どもとずっと勉強して、夕方そこを出て次の場所に移

動するというものです。このような訪問を年に１度すべての家庭についてやります。

特別なニーズがあるときは、年４回まで訪問してよいということにしてあります。

一般的な規則としては年に１度です。４ＷＤ車を使いますが、年間の走行距離は１

０万キロに達します。この数字から先生方が年間どれだけ旅するか見当がつくと思

います。

特にケープヨーク岬半島の突端に行くときは、泥とぬかるみの道です。ですから

すごく時間がかかります。舗装道路であればずっと速く行けるのですが、上に行く

ほど道は悪くなり、１時間で２０～３０キロしか走れないなどは普通のことです｡」

９）

オーストラリアにはわれわれの想像を絶する困難な教育状況がある。上でのべた

ように、最寄りの学校まで５６キロ以上離れているか、１日の通学時間がスクール

バスで３時間以上でないと、原則としてＣＳＤＥに入学できないのである。気が遠く

なるような距離である。まさに「距離の圧制」である。

クインズランド州教育省に所属して対教員カウンセラーをしているある女性心

理診療士は、彼女の職務について次のようにのべている。「５時間車を運転してや

つと次の集落が見えてくるのです。女一人で車を運転するのです。一度そういう旅

に出ると１週間は家に帰れません。ひたすら車を運転して、できるだけたくさんの、

悩み多い校長、教頭、教員に会って話を聞くのです。情報も十分でない、人の気配

もまばらで、学校でもひよとしたら聞こえるのは自分の声だけかもしれない、そん

な状況の中で極度の孤立感に陥っている校長、教頭、教員が私から見て危ない、深

刻だと思う人が２０人に１人、気をつけないと危ないぞと思う人が１０人に１人い

ます｡」’0)彼女の担当区域は、クインズランド州北部タウンズビルからチャーター

ズタワーを経て、マウントアイザまでの灼熱の内陸である。彼女の話は、地理的孤

立の恐怖をまざまざと感じさせる。

遠隔過疎地の教育的孤立をどう減らすかはオーストラリアの国家的課題である。

情報テクノロジーの進歩はその可能性を大きく切り開いた。マルチメディアの利用

技術も含めて、総合的な遠隔教育技術をどう僻地教育に応用するかはオーストラリ

アの重要な教育研究課題の一つと言ってよい。政府が決定した全国６か所の高等遠

隔教育センター(SDE)設置という方針もその一環である。

Stevensは遠隔教育と僻地教育の関係を以下のように示唆に富むことばでのべて
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いる。「僻地の教師を際立たせている特徴は勤務校の地理的孤立であったが、遠隔

教育技術の到来は教職と小規模校の可能性を変えてしまった。これからの僻地教師

は、教職という場におけるコミュニケーション・スペシャリスト、小規模コミュニ

ティの発展に不可欠な人士、そしてますます、都市と郡部の環境と利益に橋をかけ

る媒介者、となるであろう。」’１）

僻地小規模校に勤務する教師の志気の高揚とマルチメディア技術の進化を取り

入れた遠隔教育の推進という課題は、オーストラリアの教育研究からわが国のそれ

への照射として、十分意識されるべきだと思う。

（３）マルチメディア教材作成システム一ＪＣＵにおけるRATEPの土台

JamesCookUniversity(クインズランド州タウンズビルおよびケアンズにキャン

パス所在、ＪＣＵ)は遠隔教師教育プログラム(RATEP)を展開している。RATEPは、１

９９０年から９１年にかけて、Cairns'IbchnicalandFurtherEducationCollege、

JamesCookUniversityofNorthQueensland、QueenslandDepartmentof

Educatiｏｎの三者が協力して、ケープヨーク岬半島のアボリジニー住民地域とトーレ

ス海峡住民地域を対象に、スタートしたものである。主な目的は「社会的正義の実現」

と｢教育の機会と成果の平等の実現｣であった｡RATEPが実行に移された経過はSachs

の論文に詳しくのべられている。’2）

現在、RATEPのコース目的は以下のように４点が確認されている。’3）

①アボリジニーおよびトーレス海峡島住民の教育に携わる人材を大学卒資格所有

者に高める。

②オンキャンパス学生と同等の学位(BEd)を学外学生に授与することにより、クイ

ンズランド州内はもとよりオーストラリア全体で就職できる機会を保障する。

③先住民コミュニティのエンパワーメン卜と教育に対する主体者意識を形成する。

④最新のマルチメディア技術を活用する。

コース運営費は、連邦政府、ＪＣＵ、ケアンズＴＡＦＥ、先住民コミュニティから措置

される。

サイト（学外学習センター）の設置場所は、コミュニティ側からの申し込みと概要

説明、チューター雇用費、サイト維持費、フルタイム学生数などを総合的に勘案して

決定する。

RATEPの運営システムは以下のとおりである。運営の主体はＪＣＵ教育学部である。

RATEP教育責任者が計画と実行の中心になる。教育学部教授会の中にRATEP運営

委員会が置かれており、教育責任者はその重要メンバーである。また、教育責任者は
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クインズランド州教育省およびケアンズＴＡＦＥと連係をとっている。さらに、教育責

任者はＪＣＵ双方向マルチメディア教材センターに実際の教材作成を依頼する窓口と

もなる。

教材作成の具体的な手順は以下のとおりである。レクチヤラー（教員）と教材デザ

イナー（専門職員）による協議（テキストにする内容とメディア教材にする内容を検

討）→教材の基本的内容の決定（特にメディア教材について）→メディア教材内容の

執筆（教員）→教材委員会によるレビュー（構成は、レクチヤラー、RATEP責任者、

文化問題専門家、教材デザイナー、コンピュータープログラマー、グラフィヅクアー

ティスト）→メディア教材デザイナーによる作成・編成→版権問題のクリアー→必要

に応じて各種メディア教材を分担作成（プログラミング、グラフィックアート、ビデ

オ、音声吹き込みなど）→内容チェック（教員、教材デザイナー）→動作確認および

ＣＤ－ＲＯＭへの焼き付け。

ＪＣＵ双方向マルチメディア教材センターは、教育学部だけでなく、他学部、場合に

よっては他大学の教材作成・編成の仕事も契約によって引き受ける。大学予算が一定

程度配分されているが、依頼者から契約に従って料金を受け取る。ディレクター、事

務職員、教材デザイナー、グラフィヅクデザイナー、ビデオ編集者、コンピューター

プログラマー、その他の技術職員など、約２５人の職員が働いている。遠隔教育教材

はいろいろな形態（印刷教材、ビデオ、放送、コンピューターなど）があるが、この

センターは主としてＣＤ－ＲＯＭとインターネットを組み合わせた教材を作成している。

両者の組み合わせがもっとも効果的という考え方に立っていて、その原理をＣＹＢＲＩＤ

とよんでいる。

ＪＣＵ双方向マルチメディア教材センターはいろいろなことを考えさせる。一つは、

教材作成・編成のプロセスである。上でのべたように、かなり綿密な協議が行われる。

わが国の高等教育機関でこれだけの手間とひまをかけて教材が作られることは少ない

のではなかろうか。しかし、教材の重要性を考えれば、このような協議のプロセスは

貴重であり、学ぶものが大きい。学生の教育に大学（学部）が機関として責任をもつ

という理念が反映していると言える。

いま一つは、実際に双方向マルチメディア教材の作成・編成にあたるシステムの存

在である。そこにはかなめの位置に教材デザイナーがいる。このポジションにつく人

はコンピューターの知識と教材・教授法に関する知識と両方もっていなければならな

い。職務上の資格は教育職ではないが単純な事務職というわけでもない。専門知識を

もつ技官という性格に近いが、教材作成・編成にかけては教員と対等か、それ以上の

見識をもって話し合うことができる点に特徴がある。
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まとめ

オセアニア教育研究の意義を「エスニシティ」と「遠隔」という２つのキーワード

を手がかりに考えてみた。前者については、筆者自身が見聞したいくつかの事実をも

とに、Thursdaylslandの日本人の歴史が国際理解教育の一つの重要な内容を提供す

ること、トンガ人教育学者の問題提起が自文化の伝統をふまえたメタファーの創出に

よる教育改革の必要性を示唆していること、の２点をのべた。後者については、ケア

ンズ遠隔教育学校とジエームズクヅク大学の教育実践を通じて、遠隔教育による僻地

教育充実の可能性をさぐるとともに、高等教育レベルにおけるマルチメディア教材作

成・編成の具体例を紹介した。

、
Ⅱ
日
″
ク
①
●
●

、
王
１
２
３

、
、
〃
召
０

〃
″
日
日
、
、

祖父江孝男著『文化人類学入門』，中公新書５６０，ｐ,23．

筆者のインタビューに対する池貞子さんのことば．１９９７年１０月５日．

BettyOsborne（1993).“LookingfbrtheNewLight，，:TbrresStraitlslanders

andthePacificWar，1942.1945．InNoelLoosandTakeshiOsanai（Eds.)，

IndigenousMinoritiesandEducatiｏｎ,SanyushaPublishingCo.，1994,ｐ､５３．

筆者のインタビューに対するＭｒ､JamalShibasakiのことば．１９９７年１０

月６日．

筆者のインタビューに対するMrs,SelinaDormatのことば．１９９７年１０月

６日．

国際教育研究プロジェクト『国際理解教育・環境教育などの現状と課題』，図

書教材センター，１９９４，ｐｐ､106-108．

KonalHelu-Thaman（1997).Kakala:'IbwardsaPcificConceptofTbaching

andLearning,KeynoteAddress・ACEConferencel997・講演要旨より筆者が

要約．

Blainey,Ｇ・（1966).Ｔｈｅ'IyrannyofDistance､ＳｕｎBooks,ｐｐ､31-49．

筆者のインタビューに対するＭｒ､IanMackayのことば２０００年２月１７

日．

４．

「遠隔の圧制」への教育的抵抗はきわめて示唆に富む協議のプロセスと具体的な機

構を作り出している｡共同協力を基本とする作業は日本人の得意分野の一つであるし、

情報関連技術も高度に進んでいることは事実だが、高等教育レベルでの効率的な組織

づくりについては、オーストラリアにまだ学ぶものがあると実感している。

６．

７．

曲
●

（
ｕ
《
（
》
）
〈
叩
一
『
》
）

－１１－
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WhatAreSomeoftheSigniEcancesofStudyingFormalEducationinOceanｉａ？

LlkeShiO函､角i

HokkaidoUniversityofEducation，KushiroCampus

Thisstudyexploressomeofthesignificancesofstudyingthefbrmaleducation

systeminOceania，mainlyfromtheperspectiveofderivingvaluablesuggestions

fiPomthatexploration，ｉｎｒｅｌａｔｉｏｎｔｏｔｗｏｍａＪｏｒｐｏｉｎｔｓｉｎｃurrenteducationaal

refbrmationinJapan,First，theauthorfbcusesattentionontheefficacyofdealing

withThursdayIslandinthecontextofstressingtheimportanceoftracingthe

fbrerunners'effbrtstodevelopinternationalunderstanding；ThursdayIslandisthe

placewherethepearlingindustrywasonceprosperousandmanyJapanesewere

engagedinthebusinessandlovedandrespectedbythelocalpeople・Intheprocess

ofthisdiscussion,ｔｈｅａｕｔｈｏｒｒｅｆｂｒｓｔｏａ'Ibnganeducator，skeynoteaddressinthe

l997AustralianConegeofEducations;inthataddressshebeautifUllydescribedthe

importanceofrespectinｇｏｎｅｓｏｗｎｅｔｈｎｉｃｃｕｌｔｕｒｅｉｎｔｈｅａｇｅｏfglobalization､Second，

Theauthorbringsthediscussionintofbcusastothenecessityandpossibilityof

innovatingfbrmaleducationinJapanbyintroducingawiderangeoftechniquesof

distanceeducationonthepresumptionthatAustraliaisoneofthemostadvanced

nationsinthatfield､Somerelevantfacts,mostlycollectedthroughavisittoJames

CookUniversityinQueensland,aregwenintermsofillustration,especiallywith

respecttothesystematicwaysteachingmaterialsareconstructedandprepared．
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<特別寄稿論文＞ イギリス教育研究から見た

オセアニア教育研究の意義

佐々 木毅

(国立教育研究所）

はじめに

編集委員会からの注文はイギリス教育研究の立場から見たオセアニア教育研究の意

義ということであった｡地域研究としてイギリス教育研究もオセアニア教育研究もそ

れぞれの固有の意義をもっている。とはいうものの、歴史的な影響関係の考察を試み

るにせよ、現代の問題をめぐる比較研究を進めるにせよ、両者の間に多くの興味ある

課題を見つけることができること、それだけの類似があることは否定できない。その

類似が地理的な理由ではなくて、社会的･文化的な理由に基づくものが多いという点

がさらに興味を深いものとするのである。

その理由は他でもなく、オセアニア地域のかなりの部分が、かつてはイギリスの植

民地であったということである。その痕跡は、オーストラリア、ニュージーランド、

フィジーの３か国の国旗に今なおユニオン・ジャックが描かれていることにも示され

ている。これら３か国に加え、キリバス、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ナウル、

パプア・ニューギニアがイギリスを軸とした国際的な国家の連合体であるコモンウェ

ルスtheCommonwealthofNationsに属している'）。かつてと違って連合の目的は政

治・経済での利益の確保よりも、文化・教育面での交流に置かれている。１９３０年に始

まり、４年間に１回行われるコモンウェルス競技大会theCommonwealthGames2)は

そのような交流の代表例である｡それだけでなくコモンウェルスに属する国々には地

域研究としてのコモンウェルス研究、相互理解のための機関が数多く設置されてい

る。このように歴史的に見ても、現在の国際関係から見ても、イギリスとオセアニア

諸国との関係は深いし、相互の影響関係や、類似点・相違点を比較分析することの意

義は大きい｡ただここでそれらの意義を全般的に論じるのは筆者の力量を越えた仕事

である。

そこで、この論文では、①イギリスとオセアニアの教育の全般を対象として、イギ

リス社会・文化の多元性がオセアニア各国社会･文化と多元的に影響し合っているこ

とについて論じ、次にイギリスとオーストラリアに対象を限定して､②両者の教育の

歴史的な影響関係が一方的なものではなく相互的なものであり、それぞれの独自性と
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ともに多くの共通性が形成されたことについて論じ､③注目すべき共通点として独立

学校の社会的な役割について指摘し、④教育の国際化・グローバル化が進む中で、イ

ギリスとオーストラリアが共通に抱えている教育問題が依然として歴史的な類似の痕

跡をとどめているのではないかという点について指摘し、⑤再び視野を広げて、地域

研究としてのコモンウェルス研究のなかでの教育研究の可能性を取り上げ､⑥最後に

締めくくりとしてこれらの影響関係をめぐる歴史的研究､比較研究がもつ意義につい

て論じることにしたい。

オセアニア諸国のうち筆者が研究の経験をもつのはオーストラリアだけであり、そ

れも最近では遠ざかりがちになっているために、最新の教育動向、また研究動向にも

疎くなっていることは否定できない｡筆者の意見がイギリス教育研究者のオセアニア

教育研究についての意見を代表するものであるわけはないし、ここで論じた諸点がイ

ギリス教育研究者にとってのオセアニア教育研究の意義を言い尽くしているわけでも

ない。それでもイギリスでコモンウェルス研究に触れた経験も生かしながら、地域の

教育の動向にかかわる情報よりも研究の視角に重点を置いて論じるつもりである。

1．イギリスとオセアニア

イギリス教育研究者にとって、オセアニア教育研究の意義といえることの第一は、

イギリスの教育のさまざまな特徴が歴史的に深い関係をもってきたオセアニアの教育

を研究を通してみることによってさらにはっきりするということである｡特にオセア

ニアの社会・文化・教育のフィルターを通して見る時に、イギリスの社会・文化・教

育の多元性がさらに多面的に浮き彫りにされる。単にイギリスの社会・文化・教育が

多元的であるというだけでなく、オセアニアの各国・地域の社会・文化も多元的であ

り、制度・文化の伝播の過程も多様だということである。したがって多元的な社会・

文化を多様性のフィルターを通して眺めるという複雑･困難だが興味深い研究の可能

性が見いだせるのである。

まずオーストラリアやニュージーランドにおいて､イギリスからの移住者の子孫が

住民の大多数を占めているとはいっても､先住民の存在が無視されていいわけではな

い。まして土着の人々が人口の大部分を占めている国々においては､その文化が重要

な意義をもっていることは言うまでもない。また先住民の社会・文化といっても、あ

る国家の枠内で決して単一に限定される訳ではなく、独特のものがあることも見過ご

せない｡逆にイギリスの文化が土着の文化をもつ人々にとって世界への窓口となって

いることも無視してはなるまい。

第二に、イギリスと一口に言うが、イングランド跡ウェールズ、スコットランド、
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北アイルランドの４つの部分がそれぞれ独立性を強めている準連邦制の国家であり、

オーストラリアやニュージーランドに移り住んだのはイングランド人だけではなかっ

た。１７４５年のジヤコバイトの蜂起の最終的な敗北以後、新天地を求めて世界各地に

移り住むスコットランド人は少なくなかったし、１８４６年のじゃがいも飢鐘の結果と

して､その当時はイギリスの一部であったアイルランドからアメリカやオーストラリア

に移り住む人々は少なくなかった｡アイルランド系の特に労働者はオーストラリア労

働党の強い支持基盤となってオーストラリアの政治に影響力をもつことになった3）。

さらにいえば、中島敦が名作『光と風と夢』に描いた作家ロバート・ルイス・スティ

ヴンスンのように､スコットランド人としての自覚からサモアの原住民の独立要求を

支持した例もあることは無視できない。

第三にイギリスが植民地帝国を築く中で､植民地相互の交流､特に人間の移動が事

態をより複雑にしたことが注目される｡例えばフィジーの住民の約半数はインド亜大

陸からの移住者である。このような住民の移住の他に、行政当局者の交流や政策の模

倣・影響関係も見られるのは言うまでもない。

第四にオセアニアのすべての地域がイギリスの植民地であったわけではない｡パプ

アニューギニアの大部分と、サモア、ミクロネシア諸国はドイツの植民地であった

し、ミクロネシアについてはその後日本の委任統治下、アメリカ合衆国の信託統治下

にあった時期がある。

第五に､オセアニア地域への移住者はその時々 の戦争や政治的な変化に伴ってイギ

リスあるいはその旧植民地以外からもやって来たし､その傾向が強くなっていること

である｡例えば第二次世界大戦後のオーストラリアには東欧諸国から政治的な変化を

避けて多くの人々が流入した。

第六に、もちろんオセアニアに属する諸国・地域がそれぞれの特色を形成しなが

ら、相互に影響を及ぼし合っていることを無視するわけには行かない。特に、オース

トラリア、ニュージーランドはオセアニア諸国の信託統治を行った時期もあり、その

影響力は小さいものではない。

この節では多元性について着目して､イギリス研究者にとってのオセアニア研究の

意義を論じたが、イギリスの社会・文化・教育の他の特色についても、オセアニアと

の影響関係を考えたり、比較研究を進めたりすることによってより明らかにできるも

のがある。この問題については、イギリスとオーストラリアに限定してさらに詳し

く検討してみることにしたい。
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2．イギリスとオーストラリア一歴史的な影響関係

この節ではオーストラリアの教育の歴史を研究することがイギリスの教育の歴史的

研究に対してどのような興味を喚起するかを考えてみたい。既に河村正彦（1979）は

オーストラリアの教育におけるイギリスの圧倒的な影響に触れながら、「それにも

か>、わらず､オーストラリアの歴史や社会制度をイギリスの遺産や影響という観点か

らのみ理解することは不可能であろう」４）と述べている。河村はオーストラリアの

風土の独自性を強調しているが、それ以外にも考えるべきことは少なくない。

オーストラリアがイギリスの植民地であったことから､オーストラリアの教育制度

はイギリスの影響を受けたと考えられがちであるが、オーストラリアへの植民が始

まったのは１８世紀末であり、この時期にはイギリスでは組織的な教育の試みは展開

されていなかったのである。したがってイギリスでもオーストラリアでも学校教育、

特に民衆教育は同じような手探り状態での発展の前夜にあった｡イングランド国教会

の後援の下にアンドリュー･ベルを中心とした国民協会が全国に小学校を設置しはじ

めたのは１８１１年、非国教派の内外学校教会の発足は１８１４年のことであったが、１８１８

年に庶民院の教育委員会は下層階級の教育の状態についての調査を行い､その惨状を

報告している。１８０７年のウイットブレッドによる教区学校法案以来、１８１８年と１８２０

年のブルーアムの法案、１８３３年のローバックの法案など民衆教育に関する法案がこ

とごとく失敗した後に、妥協として庶民院は１８３３年に国民協会と内外学校協会にそ

れぞれ１万ポンドずつの補助金の交付を決定する。したがってイギリスででき上がっ

ていた制度あるいは政策がオーストラリアに移植されるというようなことは考えるべ

くもなかった。実際にオーストラリアにおける教育制度の発展をたどってみると、

イギリスとの関係は意外に相互交流的である。１８４４年にオーストラリアに公立学校

中心の国民教育制度の構築を勧告したロウ委員会の議長であるロバート・ロウこそ、

その後のイギリスにおける教育制度の発展に重要な役割を果たしたのみならず､サッ

チャー改革以後の教育政策にも影響を及ぼしている1862年の教育令の策定者である

という事実はこのことをよく物語っている3）。ただし、教育制度の発展を一面で支

え、一面で妨げた教育をめぐる宗派的な利害の対立はイギリス、オーストラリアに共

通していることも指摘されるべきであろう。

第二に、このような相互的な関係をさらに複雑にしているのは､イギリスが築いた

植民地帝国の他の部分における教育制度の実験も影響関係に加わっているということ

である。例えば、１８２４年に植民地政府はニューサウスウェールズにおける公立学校

の支配権をカナダに習って英国国教会に独占させようとしたが、この計画は１８３３年

に挫折した。１８３３年に総督パークは、アイルランドの国民教育制度に倣った非宗派
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教育の計画を導入するが、これもまた失敗に終わっている。この構想は上記ロウの委

員会において再度とり上げられたが、また失敗したので実際の影響はほとんどない。

もちろんイギリスの影響は大きく、旧植民地のかなりの部分に共通して１９世紀のイ

ギリスの教育の特徴であった出来高払いPaymentbyResults制度と教師見習生

Pupil-Teacher制度がオーストラリア諸州においても認められる6）。

第三に、イギリスからオーストラリアへの人口の移動は､本国における人口比その

ままを反映するものではなかった。ニュー・サウス・ウェールズが当初は流刑地とし

て開拓されたのは極端な例としても、移住した人々のなかで社会･経済的に見れば下

層、民族的に見ればアイルランド系､宗教的に見ればカトリックに属する人々の占め

る割合がイギリスに比べて多かったことが重要である。

第四にオーストラリアにおける教育制度の発展はそれぞれの州･地域ごとに別個の

経緯をたどっていること､イギリスとの相互の影響関係といっても多様であることを

忘れてはならない。

また影響関係は学校教育にとどまるものではなく、スカウトやガイドに見られるよ

うに学校外の青少年運動教育の領域においてもイギリスとオーストラリアの関係には

注目すべきものがあるはずである。

以上、影響関係の多様性について述べたが、それとともに両者の社会・文化の相違

点や､影響を妨げるような要素があることも指摘されるべきであろう。その第一のも

のは言わずと知れた距離である。距離はイギリスからの距離であり、オーストラリア

の都市と都市､都市と農村の距離である。この点をめぐってオーストラリアの制度の

独自性が現れていることは既に河村（1979）が指摘している7)。オーストラリアは各

州に中心となる大都市があり、その他の部分の人口はきわめて限定されているのに対

し、イギリスはロンドンが突出した大都市であり、全国に中小都市が拡散している。

このためオーストラリアが各州ごとにかなり強い集権的な教育行政が展開しているの

に対し､イギリスは伝統的には中央と地方の行政のパートナーシップが尊重されてき

た。

第二に、イギリスの社会制度のすべてが、オーストラリアに持ち込まれたわけでは

ないし､既に述べたようにオーストラリアの人口構成がイギリスのそれとは違ったも

のになっていることも両者の違いを大きくしている｡オーストラリアにおいては普通

選挙権の実現も、労働党の政権獲得もイギリスに先んじていた。この点は両者の民主

主義の性格を考える点で重要な点であろう。

第三にオーストラリアにはもともとアボリジニーの文化が存在したし､イギリス以

外の文化も流入したことである｡既に指摘したようにイギリスの文化そのものも多元
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的であるが､他の地域からの文化も流れ込んだことが無視できない。この傾向は第二

次世界大戦後になって更に強くなってきている。

ところで､このような歴史的な経緯を経てでき上がったイギリスとオーストラリア

の現行の教育制度には多くの共通点があることが指摘されてよい｡その最も重要なも

のは、実は制度としての一貫性の欠如である。教育をめぐる宗派的な対立に加えて、

教育を私事と考える自由主義的な考え方の影響の下で､教育をめぐる法制の構造が既

存のものの透き間を新しく設置されたものが埋めていく方式が踏襲されてきた点は両

者に共通する。

また、中等教育から高等教育への接続の過程での二段構えの外部試験制度や､職業

教育・訓練を中心とした継続教育制度など類似した制度は少なくない。オックス

フォード、ケンブリッジなどの大学は古い伝統をもっており、高等教育においてはイ

ギリスがオーストラリアに先んじた、影響を及ぼし得る存在であった。しかし、これ

らの大学も中世からそのままの教育･研究を展開してきたわけではなく、オーストラ

リアがその骨格を形成する１９世紀はこれらの大学の近代大学への変容の時期であり、

新たに多くの大学・カレッジが設置された時期であったことを見逃すことはできな

い。

3．独立学校の問題

イギリスとオーストラリアの教育制度の類似性について考える際に特に興味が寄せ

られるのはエリート養成を目的とする中等教育ではなかろうか。イギリス（イングラ

ンド）で発展してきた独特のエリート教育機関であるパブリック・スクールとオース

トラリアの独立学校はその類似性を認め合う一方で､独自の方向も模索しているよう

に思われる。

パブリック･スクールと呼ばれる条件として最も有力であるのがその学校の校長が

校長会HeadmastersandHeadmistressesConference:ＨＭＣのメンバーであるとい

うものだが、この団体の会員には３つの種類があり、第１の分類にはイングランド、

ウェールズ、スコットランド、北アイルランド等々の独立学校が名を連ね、第２の分

類には同じ地域の公的部門に属する学校がいわば名誉会員的な扱いで挙げられてい

る。そして第３の分類には海外メンバーとしてアフリカ、アジア、オーストラリア、

ニュージーランド、ヨーロッパ、中東、中南米、北米の学校が列挙されている。

ところで、その中で群を抜いて多いのがオーストラリアの学校であり、３０校を数

える。さらにオーストラリアの中でもヴィクトリア州が多く１３校を数えている8）。

注目してよいのは、オーストラリアのこの種の学校の歴史はかなり古く、イギリスの
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影響の下でそれに続いて出現したというよりも､ある程度まで並行的に発展したと考

えられる点がある。オーストラリアにおける最古の独立学校は１８３１年に創立された

ニューサウスウェールズ州のキングズ･スクール･パラマッタであって､パブリック・

スクールの改革者として有名なトマス･アーノルドがラグビ一校の校長に就任したの

が１８２８年であることを考えると、オーストラリアの独立学校の発展にはかなりイギ

リスの影響を離れた独自のものがあることが推測できる。１９世紀にはこの他いくつ

もの学校が創設された｡おそらくそのことと関連してイギリスの側からの学校に対す

る評価と、オーストラリアの側からの評価は必ずしも一致してはいない。

１９８５年にオーストラリア独立学校校長会Headmasters'ConferenceofIndependent

SchoolsofAustralia:ＨＭＣISAとオーストラリア独立女子学校校長連合会TheAsso‐

ciationofHeadsoflndependentGir1s'SchoolsofAustralia:ＡＨＩＧＳＡとが合併して

成立したオーストラリア独立学校校長連合会TheAssociationofHeadsoflndepen‐

dentSchoolsinAustralia:ＡＨＩＳＡはイギリスのＨＭＣに対応する組織であるが、ＨＭ

Ｃが男子校と男女共学校の組織であるのに対し、男子校、男女共学校、女子校のすべ

てを含む組織である。このように校長の組織が学校の評価と関連するという点での共

通性と、女子校の取扱をめぐる相違とを指摘することができる。そしてこの相違が比

較的新しい現象であることも注目されてよい9）。

4．現代における共通の課題

歴史的に形成されてきた教育制度の類似性と英語という共通の言語をもつことによ

る情報の伝わりやすさ、移動の容易さから、イギリスとオーストラリアは自覚的に共

通の課題に取り組もうとしているように思われる。いまひとつ重要に思われるのは、

ある問題を取り上げて政策上の重要事項にしていく問題意識の共通性である。現在、

イギリスでは特に中等教育段階で男子生徒が勉強したがらず､成績が悪いことが政策

上重要な問題になっているが､オーストラリアでも同じような関心から国際比較研究

が行われた'0)。

現在のイギリスの教育政策は、読み・書き・計算を中心とする基礎学力に焦点をあ

てた学校の教育活動のアカウンタビリティーの強調という点で､出来高払いの現代版

ともいうべき性格をもっており、教員養成においても現場における訓練の強調は教師

見習い生制度の復活と見ることができ､その意味で旧植民地諸国にも同様な傾向が見

られるのかは注目に値する。もうひとつ注目してよいことは、イギリスにおいて最近

特に強調されてきている市民性の教育の中で、欧州連合とともに、コモンウェルスの

一員であることが国際社会の一員であることの前段階として取り上げられようとして
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いることである。

オーストラリアについて知り得た限りで共通性を探すと、１９９９年に州、地域およ

び連邦の教育大臣の会議において採択された「２１世紀における学校教育のための全

国目標に関するアデレード宣言」は、２１世紀を担う市民となるべき子どもたちの教

育において強調されるべき領域についての各州間の合意に基づいているが､読み書き

能力（literacy）や数量的能力（numeracy）という基礎的なスキル、学校における職

業教育・訓練、理科教育、情報技術の重視と学校経営への親の参加の推進、さらに若

者への市民性の教育の強調という共通点をもっている'１)。

このようにイギリスとオーストラリアの間にはその重要性を共通に認識されている

教育政策上の課題があるが､それらの課題が真にグローバルな性格をもつのか、ある

いは英語圏諸国だけに共通の課題であるのか､単にアメリカあるいはその他の国の影

響の現れに過ぎないのか、日本の政策課題との共通性も含めて､考えるべき課題は少

なくない。

５．地域としてのコモンウェルス

ソヴィエト連邦の崩壊によって、「ソ連・東欧」という地域が解体し、その結果と

して大学･研究機関における研究機構が改編された例を見るまでもなく、地域研究に

おける地域は地理的・歴史的な条件に基づく反面で、人為的・便宜的な‘性格をもっ

ている。初めに述べたように、オセアニア地域の過半数の国がコモンウェルスに加盟

しており、オセアニアという地域に属するとともに、コモンウェルスという地域にも

属しているといっても差し支えないのである。

というのはコモンウェルスは経済的･文化的な交流の機関であるとともに、研究対

象でもある。ロンドンのコモンウェルス研究所Commonwealthlnstituteの主な事業

は、教育上の協力、特に相互理解やスタッフの能力開発である。またロンドン大学に

コモンウェルス研究施設InstituteofCommonwealthStudiesが設けられ、コモン

ウェルス諸国の文化や、諸国間の文化交流についての研究が展開されている。その建

物の中にある大きな部屋がオーストラリアの元首相を記念してメンジーズ･ルームと

呼ばれていることは､コモンウェルスにおけるオーストラリアの役割の大きさを示す

ものとして注意しておく必要があるだろう。

６．まとめ

以上のことから、イギリス教育研究者にとってオセアニア諸国の教育を研究するこ

とは、イギリスの教育をよりよく理解するために、また日本とイギリスの比較研究を
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より多角的に推進するために有効な手がかりを与えるものだということができる｡特

に歴史的に見た場合､相互の関係が決して一方通行的なものではなかったことが注目

されるべきである。また世界の教育がよくも悪くもグローバルな規模で共通の課題に

直面している今日、地域固有の問題にも目を向けながら、より広い範囲でのさまざま

な教育上の施策、実践に目を向けていくことが必要なことは言うまでもなかろう。

オーストラリアがコモンウェルスから離脱することは､そのなかで果たしている役

割の大きさから考えてあり得ないが､イギリス国王を元首とする現行の制度を改める

ことはしばしば論議されていると聞く。いわばコモンウェルスの枠内での相対的な独

立は考えられているようである。その実現がいつになるか、あるいは実現しないのか

は予測できないが､イギリスよりもアメリカに近いオーストラリアとその他のオセア

ニア諸国の諸条件から考えても、イギリスとの政治的･経済的な距離がますます遠く

なることは動かせない趨勢であろう。その中で（特に文化・教育の面で）何が共通点

として残っていくのか、その意味では研究の意義は増すことさえ予期できるのである。

[注］

１．現在、コモンウェルスの加盟国は５４か国である（ただしフィジーは資格を停止

されている)。（http://www・Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ・ｏｒｇｕｋ/ｗｈａｔis/ｍｅｍｂｅｒs／

members・htmによる）

2.2002年にマンチェスターで開催を予定されているコモンウェルス競技大会には、

７１か国・地域から代表が参加することが予定されている（この競技大会は、オリ

ンピックとは違って、個人参加制をとっている｡）

３.マニング・クラーク『オーストラリアの歴史』（サイマル出版会，）２２９～２３１

およびＣ・シェリントン『オーストラリアの移民』（勤草書房，１９８５）１２１～１２２

ページ参照

４.河村正彦「オーストラリア教育史研究序説」（広島大学教育学部『広島大学教育

学部紀要第一部』２７（１９７８）５９ページ

５.同上、６１ページ。ロウについてはクラーク、前掲１３６ページの注が有益である。

６.河村、前掲６５～６６ページ

７．同上、５９ページ

８.HeadmastersandHeadmistressesConference,mOverseasMembersm(http://www、

ｈｍｃ・orguk/hmc/listofschools/Overseas・htm）

９．JudithHancock,側ChooｓｉｎｇｔｈｅＲｉｇｈｔＳｃｈｏｏｌｆｏｒｙｏｕｒＣｈｉｌｄ？:TheAssocia-tion

ofHeadsoflndependentSchoolsofAustralia''(http://ozemaiLcom・ａｕ/～
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ahisa/choosing､html）

10.オーストラリア連邦教育・訓練・青年問題省CommonwealthDepartmentofEdu‐

は下院の雇用・教育・職場関係常任委員会に８月に提出した報告書『少年たちの

教育』TheEduca=tionofBoysにおいて男子生徒の女子生徒と比較しての成績不

振について、その後の就職との関係で考察している。そのなかで、比較の対象と

してオーストラリア、イギリス、アメリカ、ニュージーランドが選ばれている。

11.i'TheAdelaideDeclarationonNationａｌＧｏａｌｓｆｏｒＳｃｈｏｏｌｉｎｇｉｎｔｈｅＴｗｅｎｔｙ‐

firsCentury，，（http://www､deet・gov､au/schools/adelaide/index/htmおよび

ｗｗｗ・deet､gov・au/schools/adelaide/text・htm）

付記：本来、参考とすべき先行研究を十分に参照する余裕がないままに、今後の研究

課題を列挙するような体裁になってしまった｡インターネットによる情報につい

ては､書き換えられる可能性があるので、できるだけ文献資料に当たるべきでは

あったが、努力が足りなかったことをお詫びしておきたい。この論文が、イギリ

スとオセアニア諸国の教育の関係について考える際に､不十分ながらも足がかり

として役立つことを期待している。
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WhyDoesEducationinOceanianCountrie81nterest

ResearchersofBritishEducation？

TakeghiSaR月ki

NationallnstitutefbrEducationalResearch

WhydoeseducationinOceaniancountriesinterestresearchersofBritｉｓｈｅｄｕ‐

cation？Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ,mostofOceaniancountrieswereundertheruleofBritish

Empire,andarenowbelongingtotheCommonwealth､Althoughtheinfluencesof

Britishcultureseemtobeoverwhelming,ｗｅｍｕｓｔｎｏｔｆｂｒｇｅｔｔｈａｔＢritainwasand

stillisamultinationalcountry､DiversityinOceaniansocietieshasbemirroring

Britishdiversity・Secondly；ｔｈｅｅｄｕｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｓｏｆＯｃｅａｎｉａｎｃountriesarenot

merecopiesofthosｅｏｆＢｒｉｔａｉｎ・ThebeginningsoftheAustraliansyｓｔｅｍｏｆｅｄｕ‐

cation,ｆｂｒｅｘａｍｐｌｅ，ａｒｅａｓｏｌｄａｓｔｈｅｅｎｄoftheeighteenthcentury,ｗｈｅｎＥｎｇｌａｎｄ

ｄｉｄｎｏｔｙｅｔｈａｖｅａｎａｔｉonwidesystemofelementaryschooling・NotonlyBritishbut

alsoothercolonialexperienceswerebroughtintoAustraliancolonies・Conversely，

AustralianexperimentsineducationhaveinfluencedthoseinBritishandother

colonies・ＲobertLowe,whowasinvolvedfbrmationofeducationsysteminAustra‐

lia，ａｎｄｌａｔｅｒｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｔｈｅｐａｙｍｅｎｔｆｂrresultssysteminBritain，wasagood

exampleexpressingmutualrelationsbetweenBritainandAustralia・Thepayment

byresultssystemhasalsobecomeoneofcharacteristicsofAustralianelementary

schoolinginthesecondhalfofthenineteenthcentury､Thirdly,thosefeatureshave

beentransfbrmedthroughtheconditionsofeachOceaniancounties・Wecan

examinethedifferentfbaturesofBritisheducationthroughthesetransfbrmation・

Lastly〉fromthel980srefbrmsofeducationhavebeenprogressinginBritain・

Alongwithanewliberalismemphasizingtheroleofthefreemarketineducation，

wecanrecognizeconservatismyeamingsfbrsocialandeducationpolicｉｅｓｏｆｔｈｅ

Ｖｉｃｔｏｒｉａｎｐｅｒｉｏｄａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍaindrivingfbrcesbehindrefbrms,Ｗｅｃｏｍｍｅｎｔ

ｏｎｗｈｅｔｈｅｒｃｏｌｏｎｉａｌｌｅｇａCiesinAustralianeducationhavebeenrevivingorglobal

trendstowardstｈｅｆｉ･eemarketarepredominatingbothinBritainandAustralia・

InacomparativeanalysisofthecontemporarypolitiCsofeducation,educationin

AustraliaandanotherOceaniancountriesisaveryattractivesubjectfbrrese‐

archersofeducationinBritain・Ｗｅｐｒｅｓｅｎｔｔｈｏｓｅｆｂｕｒｐｏｉｎｔｓａｓｔｈｅｒeasonsof

interestfbrtheOceanianeducationbyresearchersofBritisheducation．
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く論文〉先住民族問題と歴史教育との関係性に関する一考察

一日豪比較に向けての視点の模索一

木下雅仁

(名古屋大学教育学部附属中・高等学校）

はじめに

「オーストラリアの若者が過去を敬い、現在に感銘し、将来への展望を持った国民

に成長しているとの確信をもって、この国を離れます')」これは、１９９９年１１月の

国民投票でかろうじて共和制への移行が否決された同国を訪れた英女王エリザベス２

世が晩餐会で述べた言葉である。

ここで女王が言うところの“現在”と“将来”という言葉が持つベクトルは、先住

民族アボリジニを含むすべてのマイノリティーやアングロサクソン･ケルテイック系

白人を中心とするマジョリティーなど、多文化・多民族共生社会を目指すこの国に暮

らすすべての国民が共有するものであろう。しかし問題なのは“過去，'である。ここ

で女王の言葉が意味する“過去”とは、あくまでも植民地経験を持つオーストラリア

という“国家”の形成・発展の歴史のみに鑑みた場合の“過去，'であり、そこにはお

そらく先住民族アボリジニの歴史をも含めた「この大陸における人間の営みの歴史」

という含みは込められていまい。

「オーストラリアの過去」に対する認識をめぐっては、アボリジニと非アボリジニ・

オーストラリア人の間ですれ違いが長年にわたって続いている。１７８８年のヨーロッ

パ人の入植以降、入植者たちがアボリジニたちに対して蛮行を繰り返し、アボリジニ

たちの文化や伝統､そして価値観までをも絶滅寸前までに追い込み､常にネグレクト

してきたという“過去”がオーストラリアには存在する。現首相のハワード(John

Howard:1939-)が、かつて、１９世紀から十数年前まで続いた先住民隔離の被害者

｢盗まれた世代(theStolenGeneration)」に関して、政府トップとして初めて“個

人的に”謝罪をしたことがあったが、同時に彼は、「今の世代のオーストラリア人は、

自分たちが全く制御することのできない過去の行為や政策について罪や非難を受け入

れるように求められるべきではない」として､国家を代表してアボリジニに対して彼

らの過去に対して謝罪をすることを拒否した2)。連邦政府による公式な謝罪と補償が

アボリジニに対してなされ、同時に広く国民の間でも「オーストラリア大陸における

人間の営みの歴史」と自分たちは現在、そして未来に向けて、どのように対時してい
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かなければならないかを論議することは､この国家にとって急務の課題の一つであろ

う。

国民が「オーストラリア大陸における人間の営みの歴史」をより正確で科学的に理

解していく支援策の一つとして､学校教育で行われる歴史教育に期待が寄せられるこ

とは必然である。そこで本稿では､歴史教育のあり方と先住民族問題との関係性につ

いて考察を進めていくことにする。また、我が国では問題の重要性がほとんど認知さ

れるに至っていないアイヌに代表される先住民族の問題について､歴史教育の中でど

う扱っていくべきかを比較考察する視点を探ろうと試みる。

１．「オーストラリアの歴史」と歴史教育

（１）歴史的事実の再認識に向けて

オーストラリアにおける先住民族問題にからんで、「オーストラリアの過去｣に対す

る認識をめぐって国民の間で様々な混乱が生じている｡現代オーストラリア社会にお

いてアボリジニの人権が十分に尊重されず､彼らに対する差別や偏見の意識が人々の

間で解消されていない原因のひとつは、アボリジニについて、あるいは、オーストラ

リアの歴史について､正確で科学的な理解が十分に国民の間でなされていないことが

考えられる。したがって、その状況の改善のためには、国民が持つ歴史観にこれまで

大きな影響を与えてきた教育、特に中等教育(SecondaryEducation)の分野におけ

る学習内容の「見直し」と歴史的事実の「洗い直し（再認識)」を進めることが急務

の課題となる。ところがオーストラリアにおいては､学校の教科書や教材といったメ

ディアが､アボリジニに対するマイナスのステレオタイプの多くを支持し続けている

ことが問題視され、検討されるようになったのはごく最近のことである3)。

例えば､それまでに学校で使用されていた教科書の多くは｢最初のオーストラリア

人は、１７８８年にニュー・サウス・ウェールズ州に上陸したのであった。（下線は筆者

による)」という記述で始まっていた4)。そのような教科書においては、オーストラ

リアには１０万年以上もの年月にわたって、７５万人以上もの先住民の人々が暮らして

いたこと、そして、白人入植者たちによって、具体的には、虐殺、白人がもたらした

諸々の病気､飢餓、そしてアボリジニたちの文化や土地までを奪い取るような恐ろし

いいくつかの影響などが原因となって６０万人にまで人口を減らしたなどの事実を、

無視してしまうことができた5)。アボリジニの大量虐殺や、アボリジニたちの必死の

抵抗の真実の様子が、ほんの十年前までは一般的に知られていなかったことは、非常

に驚くべきことのように思われる６)。また、オーストラリアの歴史のその部分に関

わって、多くの気がかりでぞっとするような事実が存在するにも関わらず､それにつ
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いての歴史研究においては、いまだなお楽観的な側面があるように感じられる7)。

そもそも歴史教育は、個々人に対して「国民」すなわち「われわれ」に関する一種

の定義を与えるという政治的に重要な役割を果たしている8)。自分たちの国の先人た

ちがいつ、どこから、どのような形でこの土地にやって来て、そして、どのようにし

て国家の繁栄を実現してきたのかを極めて理想的に美化することによって､国民とし

ての誇りと威厳、そして、あるべき国民像をイメージ化していくのである。その過程

においては、“歴史研究の成果と矛盾する物語，，が恋意的に提供されることが多々あ

る９)。白人系オーストラリア人的な価値観に基づくきわめて主観的で独りよがりな歴

史教育を､問題として反省的に捉える目はこれまでに存在しなかったわけではなかろ

う。しかし、この問題の指摘と具体的な改善の試みが形として行われていない現実が

目の前にある以上､新しい知見に基づき、オーストラリア大陸史の中でオーストラリ

ア国家通史とアボリジニの歴史を連結･融合させることによって、オーストラリア大

陸史の再構築を試みることが求められる。そのためには､既存の歴史教育の在り方を

改め､それを平和に貢献する内容で満たすための方法を模索していくことは不可欠な

要素である。

オーストラリアにおける歴史学の分野の第一人者であるへンリー・レイノルズ

(HenryReynolds：１９３８～)ジェームズ・クック大学教授は、次のように述べてい

る。「１９６５年以来多くの変化が生じてきた。多くのことが成し遂げられてきた。寛容

さと理解の意識が広がってきた。頑固さは後退している。しかし、人種主義者的で

あった過去に対する態度は、今なお現在に重くのしかかっており、この世代における

アボリジニとオーストラリアとの統合のいかなる望みをも打ち壊してしまうかもしれ

ない。アボリジニ寄りの歴史は性々にして痛ましいものである。しかしそれは、我々

アングロサクソン･ケルティック系オーストラリア人すべての心に重荷となっている

ものが何なのかを、我々が突き止め、そして理解することを助けてくれるものでもあ

るのである’０３」レイノルズのこの言葉は、白人系オーストラリア人としての非常に

強い覚悟と問題意識にあふれている。このような意識を確実に国民の間に広く伝えて

いくために、歴史教育はどうあるべきなのであろうか。

（２）歴史教育が意図するもの

本来ならば、歴史教育について論じる際には、歴史教育の世界は政治の世界や歴史

研究の世界とはあくまでも別個の原理に基づく理念によって支えられるべきであろ

う。しかし実際には､歴史教育は実質的には国民意識の形成という高度に政治的な領

域と関わっており、時代のその時々において政策判断や世論に連動したり、あるいは
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そこまで行かずとも幾分か影響を受けることがある。例えば、１９９８年１２月に我が

国で告示された新中学校学習指導要領（2002年４月施行）の中の社会〔歴史的分野〕

の目標’１として４点掲げられているうち、「（１）歴史的事実に対する関心を高め、我

が国の歴史の大きな流れと各時代の特色を世界の歴史を背景に理解させ､それを通し

て我が国の文化の伝統の特色を広い視野に立って考えさせるとともに､我が国の歴史

に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる｡」に注目してみたい。この目標自

体は、日本固有の内容であるというよりは、むしろどの国家においてもある程度共通

する普遍的な歴史教育の目標であり､性々にして歴史教育が目指すものの本質に密接

に関わってくるものであると言えよう。すなわち、歴史教育の大きな課題とは国民意

識の養成であり、そうした国民意識は、まさしくオーソドクス（正統）な歴史の共有

に基づいて成立するのである’2J何をもって「オーソドクス」とするかは難しい問題

ではあるが、ある程度共通する漠然とした歴史のアウトライン、もしくは、「国家の

物語」というものは自然と国民の間に広まり定着してしまうものである。これによっ

て、「国家」や「国民」の立場が明確に固執されることにより、国家形成の大きな力

が生まれてくるのである。

オーストラリアの場合も他の植民地経験を持つ諸国と違わず､植民地期の様子を客

観的に振り返ってみると二つの事実的側面が共存する。一つは、ヨーロッパ人たちが

先住民族たちを征服､支配､抑圧した上で植民地化政策を進めたことをヨーロッパ人

側の立場から主観的に解釈し､植民地化が許された原因を述べることによってその行

為を正当化する歴史。もう一つは､植民地支配による先住民族たちの悲惨な生活や人

間としての尊厳が犠牲にされたという客観的な歴史。どちらも歴史的“事実，，には変

わりがない。しかし、多文化主義国家オーストラリアのような国では、文化・宗教・

人種など異なる背景を持つ移民の人々を中心に構成された､きわめて人為的国家の市

民としての一体系の形成を重視する歴史教育'3にあっては、先住民族アボリジニの歴

史はその前史にすぎず、オーストラリア史はこの大陸における「人間の営みの歴史」

ではなく、あくまでもオーストラリアという「国家の形成・発展史」であるとする色

合いが強いのである。

こうして築きあげられたオーストラリアの「国家の物語」が、時代と政治事情の変

化によって揺らぎ始めている。これは人種構成がマルチ・エスニック化するオースト

ラリア人たちの間で、「オーストラリア人」とは何なのかと自らのアイデンティ

ティーに疑問を持ち始めたこともひとつの要因であろう。もちろん、そのオーストラ

リア人の中には、当然、先住民族アボリジニたちも含まれている。しかし、第二次世

界大戦以後、大量の移民を受け入れ多文化・多民族国家化が定着しつつある一方で、
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依然として根強く残っているイギリス人を中心とするヨーロッパ系白人移住者たちの

人種偏見的意識が生み出した様々な人種上・民族上の問題が噴出し、未解決のまま山

積するにつれ、オーストラリアの人々は、いわば、過去を振り返りながら、自分たち

が何者であるのかを求めつつ、そこに、現在と未来に賭けた決断を結びつけようとし

ているのである’4Jしたがって、これからの時代において歴史教育は何を意図すべき

なのかを、あらためて問い直してみることは大きな意義を持つことであろう。

（３）多文化主義の揺らぎと歴史教育

そもそもオーストラリアの場合、前節で触れた「オーソドクスな国家の物語」の内

容と性質に関して大いに問題があった。それは、これまでは白人を中心とするアング

ロサクソン系の国民を中心とする非アボリジニ･オーストラリア人たちの歴史観を中

心に構成されてきた。例えば､イギリス人を中心とするヨーロッパ人の強力な植民地

化は、「無主地(ｎｏman'ｓland;TerraNullius)」の原則に則り進められてきたと

解釈され、この部分的な歴史的事実にのみスポットライトがあてられ､歴史の流れの

中では“主流，，として正当化されている。しかしこれは、アボリジニの立場を無視し

た入植者の一方的な虚構的解釈である。

考えてみると、ヨーロッパ人侵入以前はオーストラリアには「先住民族」という単

一の民族は存在していなかったはずである｡太古の昔よりオーストラリア大陸および

その周辺の諸島で暮らしてきた人々は、’８世紀以降に本格化したヨーロッパ人の組

織的侵略によって「先住民族」というレッテルを無理矢理貼り付けられたのだ。以来

200年以上にわたって彼らを苦しめてきた問題の数々、例えば、経済的問題、社会的

地位の問題、土地所有の問題などは､すべて入植者およびその統治体系がもたらした

ものであり、本質的には「侵略者問題」であり「植民地問題」なのである’弓オース

トラリアの歴史は、別の見方をするとアボリジニたちが「先住民族」という関係性を

入植者たちから強制されていく過程として映らなくもない。

ところが、近年になって多文化主義政策の揺らぎともに、このように歴史観に偏り

があると認識され始め､オーストラリア国民がこれまで持っていた歴史観を再検討せ

ざるを得ない事情が生じてきた｡マボ判決16後､１９９４年１月より施行された先住権原

法(NativeTitleAct)１７やウィック判決'8によってアボリジニの土地所有権の承認と

その補償プログラムの推進に連邦政府が力を入れるようになると､土地の現所有者で

ある牧草地の地主に代表される様々な人々が､アボリジニたちだけが特別扱いをされ

ているとして、自分たちが逆差別を受けているという不満をつのらせた。その一方

で、オーストラリア各地で先住権原を確認し、返還なり補償を求める訴訟は増大し、
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その結果､一説によるとオーストラリア全体の３分の２近い土地が訴訟の対象となっ

ているという’9Jこうした一連の動きは、表面的には利権の問題であるように思われ

るが、本質的にはアボリジニがこの国に対して行使する「主権」の問題であり、また、

アボリジニたち自らの「アイデンティティー」保護の戦いでもある。

このように、オーストラリアでは１９７０年代より掲げてきた多文化主義の揺らぎに

起因する出来事や社会の変化が他にも数多く発生し、国民の間で「アボリジニ問題を

どう理解するか」という混乱が進行している。その結果、オーストラリアの過去や歴

史をめぐっても様々な論争が絶えずわき起こるようになった。そうした論争は、国民

全体を巻き込む大論争へと発展し、しかも年々過熱していく傾向にある。

こうした現実の社会の動きに鑑みると､歴史教育が持つ使命と責任は自ずと明らか

になる。教育は、若者たちが歴史を批判的に見つめ直し、自分たちの身近な地域に見

られる文化の多様性を尊重し、そして互いに敬意を持って接することができるよう

な精神を育てるための手段である２０Jその際大切なのは、生徒に原因と結果の関係を

しっかりと考えさせ、妥当な歴史的解釈に到達し、また今日の生活においても広い知

見と知識を持って科学的判断ができるように導くための歴史探究と研究を行うように

求めることである。そこで注意したいことは、単に事実を伝えることよりも、過去や

歴史的事実をどのようにして見つめるべきなのかを国民に示し、また、そのスキルを

身につけさせ、現代、そして、未来を生きる特に子供たちに大いにオーストラリアの

歴史について議論させることが､未来のオーストラリア社会を支える原動力となると

いうことである。つまり、歴史というものは今自分たちが暮らす社会のなかで、活発

に、そして、まだまだこの先も続けられるであろう論議の一部分であるということを

子供たちの意識の中に植え付けなければならない。その上で､過去と過去についての

特定の捉え方と解釈が、今日の社会にどのように作用するのか、また、私たちの生き

方にどのような影響を与えるのかを子供たちが理解するのを歴史教育者は支援する必

要がある２１Jその達成を通じ、今後さらに国民の間でオーストラリアの歴史の見直し

が進み、国民全体の意識も、より新しくて成熟したものに変革されることが期待され

る。その時初めて、「オーストラリア大陸における人間の営みの歴史」上、アボリジ

ニと非アボリジニ・オーストラリア人との間の関係性が大きく変化し、新たなる歴史

のステージが展開されることとなろう。

２．日本の文脈における先住民族問題

（１）日本政府の暖昧な態度と低い問題意識

日本の場合、多文化主義を国家の政策として掲げるオーストラリアとは、先住民族
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問題の捉え方は社会的文脈上その性質はいくぶん異なっていて当然である。しかし、

最も顕著に異なっているのは先住民族問題に対する政府の態度である。１９９２年１２月

１０日の「人権の日」、第４７回国連総会は「国際先住民年」の開始を宣言し、翌１９９３

年を「国際先住民年（その後「世界の先住民の国際年」と変更｡）」とするように決議

されると、日本においても先住民族問題見直しの潮流が生まれることになる。

国連は、「国際先住民年」にあたり加盟国に対して、国際年の成功を確実にするた

め、次のような措置をとるように求めた。

①適切な省に国際年のための窓口担当者を任命し､全国的な活動の計画を作成す

るために、政府、先住民族および非政府組織の代表からなる全国委員会を設立

する。

②広報および教育プロジェクトを通じて一般の人々の意識を高める。

③ラジオ・テレビおよび教育、健康、雇用、住居、そして環境に関するモデルプ

ロジェクトのような領域において、先住民族のイニシアティヴを推進する。

④国内における一般的な状況および国際年中に開始される活動について､先住民

族と共同で作成された情報を提供する。

⑤国際年に関連しておこなわれる全ての活動の準備と実行に先住民族の参加を奨

励する。

⑥先住民族の組織および共同体が独自の計画と活動を準備することを奨励する。

しかし、日本政府は、当時の野村理事長の国連での演説が決定すると「国内的には

"先住民'，の概念が定まっていない。それと切り離して、日本で先住民年の取り組み

ができないか関係省庁と模索している｡」（外務省・吉沢人権難民課長）と発言し、「日

本は、国連で“国際先住民年”に賛成しながら、いまさら何をいいだすのか｡」（１９９３

年６月１７日、関係省庁連絡会議での野村理事長の発言）と詰問された２割この出来

事に象徴される暖昧な態度をとり続けた結果、結局、「国際先住民年」に、日本政府

は何もしなかった２３Ｊ

オーストラリアの対応は、日本政府のそれとは明確に異なっていた。「国際先住民

年」のオープニングにあたっての演説で、キーティング首相（当時）は「国際先住民

年の目的は、奪われてきた人たちを日陰の存在から引き出してくること、これらの

人々が私たちの仲間であると認めることにあります｡もし私たちが先住オーストラリ

ア人を見捨てるならば､それは即ち、私たちの社会が最も大事にしているはずの根本

的な価値観を放棄し、私たち自身の人間性をも放棄するのと同じになります｡」「出発

点は次のことを認めることによって始まるでしょう。つまり、問題が先住民以外の

オーストラリア人である私たちの出方から始まります。まず初めに、先住民から奪つ
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てきたのが私たちであったことを認める、という行動です。伝統的な土地を取り上

げ、伝統的な生活をつぶしました。病気やアルコールを持ち込みました。殺害行為を

おこないました。母親から子どもたちを取り上げました。これらは私たちの無知と偏

見によるものでした｡」と述べている２４J

こうした意識の違いは､政府の公教育の内容への関わりと責任の持ち方についても

影響を及ぼしていると予想される。例を挙げてみる。１９９２年に社会党の推薦を受け

参議院比例区から立候補したアイヌ民族出身の萱野茂氏は､東京から西の方を主とし

て遊説した折り、アイヌ民族について多くの日本人は何も知っていないということを

痛感したという。このことを振り返り萱野氏は「これは何を意味しているのかといえ

ば､文部省というか、国はアイヌに関する記述を全くといってもいいほど教科書に載

せさせていません｡ということはアイヌの国へ侵略したことを極力国民に教えないよ

うにと、教科書の検定段階で全部削除し、若い世代に本当のことを知らせないよう

に、音の聞こえない桟敷を用意しているのです。したがって知ろうにも知る術が無く

ついついアイヌ民族の存在すら知らない世代が育てられてしまいました。（中略）し

たがって、己が先祖が犯した罪の数々を知らされず､何事も無かったような顔をして

いるのが現状のように思われます２５J」と述べている。萱野氏の言葉に付すべき解説

はもはや必要なかろう。教科書検定制をとる我が国の文脈から考えてみると、教科書

の内容に先住民族の歴史とその現状を直視できない政府の暖昧な姿勢をうかがい知る

ことができると予想される。

（２）社会科の中の先住民族問題

１９９７年７月、人権教育のための国連１０年推進本部26は、「人権教育のための国連

１０年」に関する国内行動計画２７をとりまとめた。その中で、人権教育を進めるにあ

たっては、女性、子供、高齢者、障害者、同和問題、外国人、ＨＩＶ感染者、刑を終え

て出所した人などに並んでアイヌの人々の重要課題に積極的に取り組むものとすると

明示されてある。しかし、実際にどれほど多くの国民が実感を持ってこの問題を“問

題，，として受け止めているのかは甚だ疑問である。「人権教育のための国連１０年」に

関する国内行動計画を推進するにあたり、その具体的な対応として以下に掲げるよう

なアプローチによって施策に取り組むものとされているが､注目したいのは次の観点

である「学校教育におけるアイヌの人々の人権についての教育は､社会科等において

取り上げられており、．...」という部分である。果たして学校教育の現場におけるアイ

ヌの人権尊重のための教育の現状はいかなる状況なのであろうか。
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３．重要課題への対応

（６）アイヌの人々

アイヌの人々に対する取り組みに当たっては、国民一般が、アイヌの人々の

民族としての歴史、文化、伝統及び現状についての理解と認識を深め、その

人権を尊重していくことが重要であり、その観点から特に以下の施策に

取り組む。

①平成８年(１９９６年)４月の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」

報告書の趣旨を尊重して、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関

する知識の普及及び啓発に関する法律」に基づき、アイヌの人々の誇りの

源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。）

が置かれている状況等に鑑み、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進する。

②学校教育におけるアイヌの人々の人権についての教育は、社会科等にお

いて取り上げられており、今後とも引き続き、基本的人権尊重の観点に立

った教育推進のための教員の研修を充実させる。

ここで筆者は、日本の学校の社会科の授業で使用されている社会科の教科書に目を

移してみた｡筆者が以前に勤務していた学校の所在地である滋賀県大津市内の各中学

校で、１９９９年度入学の１年生の社会科（歴史的分野）で使用されている教科書28と、

現在７社から発行されているすべての中学社会（公民的分野）の教科書に見られる

｢アイヌ」に関する記述の量と内容に目を通してみると、先に取り上げた「学校教育

におけるアイヌの人々の人権についての教育は､社会科等において取り上げられてお

り、．…」という文言には決してそぐわない現実が浮き彫りになった。どの教科書を

とってみても、アイヌに関する記述は多くて５ヶ所､少ない出版社ではわずか１ヶ所

程度“触れている，，に過ぎない。アイヌの問題を直視し、深く掘り下げて扱っている

とはとても言えない状況である｡中学校で社会科を担当する友人教員に問い合わせて

みても、「時間や様々な制約もあって、アイヌのことは触れる程度で….｡」という後込

みする声が返ってくるばかりである。

このような社会科の教育を受けた生徒たちは､高校に進学してきてどのような問題

意識、つまりは、人権意識を持つのであろうか。筆者が以前に勤務していた高等学校

の第一学年を対象に、現代社会の授業で６クラス（約２４０名）を対象に「レポート授

業」が行われたことがあった。生徒たちが、現代の社会の中の様々な領域で見られる

問題を、自分の関心にまかせて選び出し、そのテーマでレポートを作成し、発表し、
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そして討論するというものである２９３年間に２回発表の機会があったにもかかわら

ず、約４８０編のレポートの中に、一つも先住民族やアイヌを扱ったものは見られな

かった。中学校で使う社会科教科書（歴史的分野）や高等学校で使う日本史・現代社

会.政治経済の各教科書どれをとってみてもアイヌに関する記述がほとんど盛り込ま

れていない以上、生徒たちが日本の先住民族の歴史や現状を“問題，，としてとらえる

チャンネルが閉ざされてしまっていて当然である。

生徒たちの人権意識が成熟してないことの原因は、歴史教育を含む社会科教育それ

自体のみにあるわけではない。それを規定している文部省をはじめとする政府･行政

側の人権意識が実際には十分成熟していないことが根本の原因となっているのであ

る。また忘れてはいけないのは、その政府の人権意識が未成熟なのは、日本人全体の

人権意識が未成熟であることに帰するものであるということである。政府の施策が先

か、国民の問題意識の成熟が先かという議論は不毛である。政府行政側がしっかりと

リーダーシップをとりながら多角的･具体的政策の立案と実施を体系的かつ継続的に

行う一方で、啓蒙手段としての学校教育の充実を図る。この両者が“両輪'，となって

同時にしっかりと地に足をつけて機能してこそ、社会全体の意識が成熟するのであ

る。

おわりに

オーストラリアも日本も､先住民族の歴史にかかわってはそれぞれに歴史の中に暗

い陰の部分を抱えてきた。両者は、歴史、政治体制、政策、地理的要因、人口規模な

ど様々な点で異なる事情と文脈を持っており､対等な形で比較考察することは不用意

かつナンセンスであるということは大前提として理解しておく必要があろう。しか

し、こうした先住民族問題への対処策に関わる「政府の責任と覚悟」の具現化という

観点からは、公教育､特に学校教育の領域でそれらが如実に浮かび上がることが多分

にあることがこれまでの考察で確認できた。今後は､特に歴史教育を中心とする社会

科を軸に、学習指導要領(theCourseofStudy)やカリキュラム、教科書・教材・教

具と先住民族問題の扱いをつぶさに分析し、そこで観察される問題提示･把握の手法

や方法論的なアプローチなどを考察することによって、日豪を先住民族問題で結ぶ有

効な比較研究の視点が得られることと期待される。

本稿では､残念ながら具体的な題材をもとに比較考察を実証的に行うところにまで

は至らなかった。また、ここで論じた内容についても論理構成上、未成熟で不十分な

点が多々あることは否めない。読者諸氏からのご批判とご指導を賜り、再考の機会に

おいてはより実践的で説得力のある考察と提案ができるように努力精進いたしたい。
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＜研究ノート＞

オーストラリア･ビクトリア州における学校経営政策の構造

一理論的総括_

佐藤 博志

（筑波大学）

1.本論の目的

(1)本論の目的

１９８０年代半ば以降，オーストラリア，イギリス，アメリカなど先進諸国において

自律的学校経営の導入が進められており,今日わが国の教育政策でも学校の自律性が

提唱されている’)。自律的学校経営とは，教育政策とアカウンタビリティー政策の

下，教育課程，人事，財政に関する権限が委譲された学校経営であると定義されてい

る2)。だが，学校だけが権限を持つのではなく，教育行政も一定の権限を維持し，父

母にも権限が配分されている。つまり自律的学校経営は学校，教育行政，父母の間の

権限の再配分によって成立するのであり，自律的学校経営政策は，その権限再配分を

規定した政策に他ならない。

自律的学校経営政策の目的は,学校が委譲された権限を活用して経営することと生

徒の学習成果を向上することである。しかし自律的学校経営を導入するためにどのよ

うな政策が必要かは，これまで十分論究されてこなかった。これでは自律的学校経営

の導入は，理論的にも実践的にも正当化されない。

以上の問題意識から，本論は１９９３年から１９９９年までのオーストラリア･ビクトリ

ア州における自律的学校経営政策の構造を考察することを目的とする。ここで構造と

は，①自律的学校経営政策において規定された，教育課程，人事，財政，アカウンタ

ビリティーに関する学校，教育行政，父母の間の権限配分の体系，②それらを統括す

る基本原理である。構造の解明にあたって権限配分に注目した理由は，自律的学校経

営政策が，権限再配分によって自律的学校経営を確立しようとしているからである。

本論で，オーストラリア･ビクトリア州を対象とする理由は，ビクトリア州では自

律的学校経営の先駆的取り組みがなされているためである３)。州の初等･中等教育予

算の９０％が各学校に直接配分され,予算配分･運営を各学校の裁量に委ねられており，

教職員人事の学校裁量も高まりつつある。しかもビクトリア州では父母の学校選択を

規制し，市場原理にもとづく学校間競争を避けている。学校から住所までの距離がよ

り短い子供が優先して入学できる近隣優先制度が設けられており，特定の教育課程を
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理由に入学を希望する子供は，優先順位は下位であるが，入学できる。さらに入学者

選抜学力試験の実施が禁止されている。つまりビクトリア州では，父母の学校選択を

規制しながらも，学校，教育行政，父母の間の権限を再配分することによって，自律

的学校経営を展開させ，生徒の学習成果を向上しようとしている。市場原理に依存し

ない自律的学校経営政策の研究は,受験競争を背景に市場原理にもとづく学校選択の

導入が懸念されているわが国にとって，大きな示唆を与えるだろう。

(2)本論の性質

これまで筆者はオーストラリア･ビクトリア州における自律的学校経営政策の構造

と効果を解明することを目的として研究を進めてきた｡研究の構成と既発表論文の対

応関係は注４の通りである4)。本論は「第２部，自律的学校経営政策の構造，第５章，

考察」に位置し，次の性質を持つ。

本論はビクトリア州の教育諸政策の記述分析ではない。教育課程，人事，財政，ア

カウンタビリティーから構成される学校経営政策全般を,総括的に考察することを意

図している。そして総括的考察という本論の性質上,既発表論文と部分的に重複して

いる。一つの州の学校経営政策全般を研究するためには，まず諸政策を個別の論文で

検討し，最後に全体を総括するという手順をとらざるを得ない。本研究は，既発表論

文と部分的に重複しているが,全体を総括するという意味では新しい試みである。し

たがって本論の意義は,既発表論文との相互関連をもって発揮される。典拠に関して

は本論の記述は既発表論文に依拠している。

2.学校経営政策における権限配分の体系

１９８０年代のビクトリア州では,教育課程編成に関する権限が学校に委譲されたが，

教員が学校の意志決定を主導した。結果，教育課程が急進的進歩主義になり，生徒の

学力低下が問題になった。このような問題点が産業界や父母によって批判され,教育

改革が期待された。

こうした背景の下，１９９２年に誕生した自由党･国民党連立政権は，自律的学校経営

の導入を決定した。自律的学校経営を導入し，学校，教育行政，父母の間の権限配分

を断行することによって,学校経営に変化を与え,生徒の学習成果を向上しようとし

た。自律的学校経営政策は，教育課程政策，人事政策，財政政策，アカウンタビリ

ティー政策の四つから構成されている。

教育課程政策は芸術，英語，保健体育，英語以外の言語，算数.数学，理科，社

会と環境の学習，技術の８つの主要学習領域に関して，１学年から’０学年までの各
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学年で習得されるべき学習成果を簡潔に示している。学校は教育課程政策を考慮し

て，８領域を網羅した教育課程を編成しなければならない。だが，全体教育課程の編

成、教科教育課程の編成、授業時数の配分は学校の裁量として認められている。ただ

し小学校３年生と５年生に対する識字･計算力試験が実施され，学校の基礎学力育成

を促している。なお中等学校卒業試験が１１学年と１２学年の教育課程に対する指針と

なっている。

人事政策は，教育省人事局長を任命権者としているが，学校の権限を拡大してい

る。校長の採用候補者は，父母代表，教育省代表，他校の校長が構成する選定会議が

決定する。教員の採用候補者は，校長が指名した３人以上の人物が構成する選定会議

が決定するため，実質的に校長に人事権限がある。校長は教員の採用条件を１年以上

の任期制と設定できる。だが１９９７年の段階で任期制で採用された教員は全体の１３

％にとどまっている。残りの８７％の教員は終身雇用であり，通常，強制的な異動が

なされないため，校長の人事裁量を制約している。非常勤教員の選定と採用の権限は

校長にある。校長の業績賞与は,校長の自己評価と地方教育行政の最終判断によって

決められる。校長は教員の昇給･賞与の決定を行うことができる。

財政政策は,使途を指定せずに学校に予算運営の裁量を与える学校包括予算を導入

した。学校包括予算は，すべての学校に配分される基本予算と特定の学校に配分され

る特別予算に大別できる。基本予算は，管理職･教員給与，職員給与･大規模校費，清

掃･維持費，年金･税金費という四つの費目を持っている。一方，特別予算は障害児教

育費,経済的に不利な生徒に対する特別学習費,第二言語としての英語費,遠隔地費，

重点計画費から構成されている。

学校包括予算は公立初等･中等教育予算の86.7％をしめている。そのうち基本予算

が全体の77.9％であり，中軸的位置にある。一方，特別予算は8.8％と少ないが，生

徒と学校の必要性に対応した予算を配分している｡それゆえ特別予算は予算配分方式

の公平原則を実現するために大きな役割を持っている｡だが特別予算の特別学習費が

削減傾向にある。

アカウンタビリティー政策は，学校のアカウンタビリティー,すなわち校長･教頭・

教職員が，経営･教育実践を通して，生徒の学習成果などを確保し，その成果を主に

父母と教育行政に対して説明することを確保する政策である。これは教育課程政策，

中等学校卒業試験，ベンチマークという基準の下，単位学校における「チャーター→

学校年次報告（一年目）→学校年次報告（二年目）→三年毎の学校評価（三年目)」を

基本手順としている。

チャーターは，校長，学校審議会(SchoolCouncil)代表（通例，父母)，教育省代
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表が同意した三年間の学校経営計画を示した文書である｡学校年次報告はチャーター

実施の一年目と二年目の経営自己評価である。三年毎の学校評価は，チャーターを実

施した三年間に対する学校自己評価と外部評価から構成される｡そして学校経営の改

善すべき点,すなわち新しいチャーター作成の勧告を与える。三年毎の学校評価の勧

告は新しいチャーター作成の際，必ず組み込まれなければならない。こうして，

チャーター実施による経営成果が評価され,評価結果が新しいチャーターに結合する

仕組みになっている。

以上の政策は学校，教育行政，父母の権限再配分を意図しており，次のように集約

できる。

○全体教育課程と教科教育課程の編成･実施，授業時数の配分の権限は学校に配分さ

れている。

○教員人事･給与の権限は校長に配分されている。

○校長人事の権限は教育行政と父母に配分されている。

○校長の業績賞与の決定権限は教育行政に配分されている。

○財政の権限は学校に委譲されている。

○チャーター発効の権限は，学校，教育行政，父母の代表者に均等配分されている。

○学校自己評価の権限は，学校と父母に配分されている。

○外部評価の権限は，教育行政と間接的契約関係をもつ外部評価者に配分されている。

このような自律的学校経営政策から，権限配分における三つの方向性が読み取れる。

第一は学校への権限委譲である｡学校への権限委譲は自律的学校経営政策において

大きな割合を占めている。教育課程，教員人事･給与，財政という学校経営の主要な

要素の権限が学校へ委譲されている。教育課程，教員人事･給与，財政は，学校に権

限が委譲されている。

第二は教育行政と父母への権限配分である。校長人事は教育行政と父母に，校長の

業績賞与は教育行政に，学校自己評価は学校と父母に，外部評価は教育行政と間接的

契約関係をもつ外部評価者に，それぞれ権限が配分されている。これはアカウンタビ

リティー確保に関わっている｡学校自己評価と外部評価はアカウンタビリティー政策

の構成要素である。校長人事と業績賞与は人事政策に含まれているが,校長の官僚的

経営を回避してアカウンタビリティーを確保する政策である。

第三は学校，教育行政，父母の代表者への均等な権限配分である。それはチャー

ター発効における署名の権限である。チャーターは学校経営の目標･計画を定めてお

り，学校，教育行政，父母の代表者が納得･同意することによって，その正当性が担

保される。そのためにも三者への均等な権限配分が不可欠である。なぜなら，学校は
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経営実践の主体であり，教育行政は公立学校制度全般の教育理念と学力水準を確保す

る役割を持ち,父母は学校で子供が受ける教育の質と利害をめぐる当事者だからである。

ようするに自律的学校経営政策は，教育課程，教員人事，財政の権限を学校に委譲

している。そして学校が委譲された権限を活用して，チャーターを実施し，最終的に

生徒の学習成果を向上しようとしている。ここで学校経営におけるチャーター実施，

アカウンタビリティー確保を誘導するために,校長人事と学校評価の権限を教育行政

と父母に配分している。これが自律的学校経営政策における学校，教育行政，父母の

間の権限配分である。

3.学校経営政策の基本原理一チャーターをめぐる抑制と均衡の関係一

自律的学校経営政策は,権限が委譲された単位学校におけるチャーター実施を通し

て，生徒の学習成果を向上しようとしている。このチャーター実施を誘導するため

に，校長人事と学校評価の権限が教育行政と父母に配分されている。では校長人事と

学校評価の権限が教育行政と父母に配分されていることが,どのような論理を媒介し

て，チャーター実施に結びつくのだろうか。以下では，そのメカニズムを考察する。

チャーターは，校長，学校審議会代表（父母代表)，教育省代表の三者の同意･署名

という契約的行為をもって，三年間有効となり，アカウンタビリティー確保の「鍵的

メカニズム（keymechanism）」５)となる。チャーターは単位学校をベースに作成さ

れるが，父母の要請と教育政策の重点を取り込んで明文化している。学校もチャー

ターの内容に同意した以上，父母と教育行政の期待を自覚せざるを得ない。つまり

｢学校は過度な干渉なしに学校を経営する権限が与えられるが，契約的同意を得た以

上，その同意文書を具現化した質の高い成果を出さなければならない｡」６）

しかし，ビクトリア州教育法(EducationAct)第１５条Ｌ(b)は「チャーターは法律上

強制し得る権利･資格･義務を発生させない｡」７)と述べている。つまりチャーターは，

職務を委託する人物（父母･教育省代表）と職務を実行する契約者（校長）の間の同

意であるが，相互に法的強制力を持つ権利･義務関係はない。しかも，ビクトリア州

では父母の学校選択を規制し，市場原理にもとづく学校間競争を避けている。それゆ

え学校間の生徒獲得競争がチャーター実施の中心的インセンティブとなっているとは

いい難い。では自律的学校経営政策は．どのようにチャーター実施を誘導するのだろ

うか。

学校，教育行政，父母の間の権限配分を，アカウンタビリティー確保の観点から統

括する基本原理はチャーターをめぐる抑制と均衡の原理である。チャーターは,学校
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に対する法的強制力ではなく，アカウンタビリティーの主体（学校）と対象（教育行

政と父母）の間に，次のような抑制と均衡の関係を作ることによって，アカウンタビ

リティーを確保しようとしている。以下に説明する。

第一に，チャーター実施による経営成果が，経営責任者の校長の採用･任期更新･業

績賞与に影響している｡校長採用･任期更新には父母代表と教育省代表も関与する｡業

績賞与は地方教育事務所長が評価･決定する｡つまり父母代表と教育省代表は,チャー

ターの実施が経営成果に結びつくように校長の経営裁量と実践を抑制し,三者の均衡

した関係を形成している。

第二に，学校がチャーターを実施して得られた経営成果は，三年毎の学校評価にお

いて外部評価の対象となる。まず学校と父母は学校自己評価を行う。次に，教育省と

間接的な契約関係を持つ外部評価者が学校自己評価を分析し,新しいチャーター作成

の勧告を作成する。つまり父母と教育省がチャーターの経営成果を評価することに

よって，学校の経営裁量と実践を抑制し，三者の均衡した関係を作り出している。（図）

学校，父母，教育省の三者がチャーターを軸に抑制と均衡の関係を形成できた時，

学校のアカウンタビリテイーが誘導される。これが自律的学校経営政策の本質的アイ

デアである。自律的学校経営政策における，学校，教育行政，父母の間の権限配分は，

チャーターをめぐる抑制と均衡の関係を基本原理として体系化されている。

図１チャーターをめぐる三者の抑制と均衡の関係

権限が委談された学校

校長（経営責任者＝代表）

教職員

学

注：筆者が作成した。
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4.考察

本論では次の三点が明らかになった。第一に，教育課程，教員人事，財政は学校に

権限が与えられているが,校長人事と学校評価に関しては，教育行政と父母にも権限

が配分されている。第二に，チャーターの発効にあたっては学校，教育行政，父母の

代表者に権限が均等に配分されている。第三に，自律的学校経営政策において,学校，

教育行政，父母の間の権限配分を，アカウンタビリティー確保の観点から統括する基

本原理は，チャーターをめぐる抑制と均衡の関係である。

最後に，本論で得られた知見とこれまでの教育行政学･学校経営学の位置関係を考

察したい。

単位組織が権限を持ち，その権限を活用して経営を展開し成果を追及する，これが

経営学の基本的考えである。企業の場合，市場における利潤追求の競争が織烈なた

め，権限を活用した経営の展開が成果･利潤の追求に誘導される。行政組織の場合，市

場の競争が存在しない，あるいは激しくないため，行政サービスの成果，アカウンタ

ビリテイーが予定調和的に得られない。これは市民の不満を招き，行政コスト削減の

課題を伴って，行政改革を提案する世論･政党政策に行きつく。

学校が単位組織であることは古くから主張されてきた8)。にもかかわらず学校が経

営権限を十分持たず,教育行政に権限が集中しているため，学校経営の主体が地方教

育行政にあるとする考えもあった9)。

今日，学校への権限委譲を基調とする自律的学校経営政策が策定･実施され，学校

は単位組織としての性格をはっきり持つようになった｡自律的学校経営を市場に委ね

ることが,学校のアカウンタビリティーを確保するための最も優れた手法であるとの

考えもある'0)。しかしビクトリア州の自律的学校経営政策は，逆に市場を規制し，学

校，教育行政，父母の間の権限再配分によって，学校のアカウンタビリテイーを確保

しようとした。ビクトリア州の自律的学校経営政策研究から得られた知見は，中央集

権の学校管理体制を反駁するとともに,市場原理の主張者に対する反論をも可能にする。

学校改革をめぐって市場が警戒される基本的理由は,市場が点数化可能な主要教科

の学力を尺度として高い価値を与え,社会正義,市民性の育成等の広範な学校教育の

成果を無視してしまうことにある。１９９０年代以降のわが国の教育政策は，規制緩和

を基本理念としている。学校経営政策に焦点を当てると，その内実は学校の自律性・

主体性の強調（学校裁量の拡大）と父母の学校に対する権限拡大（学校選択と学校参

加）であり，部分的に一部の自治体で実施されている。その是非は個別に問われなけ

ればならないが'')，わが国では未だ学校経営改革の政策と理論が模索状況にある。学

校経営改革の方法論探求の観点から,本論で分析したビクトリア州の自律的学校経営
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政策は注目に値すると主張できる。

[注］

’中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」１９９８年９月。

２Caldwell，Ｂ､Ｊ､／Spinks，』.Ｍ,，LeadingtheSelf-ManagingSchool，

Ｆａｌｍｅｒ，１９９２，ｐ､３１．

３拙論「オーストラリアの自律的学校経営に関する６州２直轄区比較研究」大塚学

校経営研究会『学校経営研究』第２５巻，２０００年。

イ研究の構成と既発表論文（拙論）の対応関係は以下の通り。

＜構成＞

序研究の目的と方法

第１節研究の目的

第２節研究の意義

第３節研究の方法

第４節先行研究の検討

第５節論文の構成

第１部自律的学校経営政策の背景と基本的方向(a）

第１章コールドウエルとスピンクスの学校経営研究

第２章学校経営政策の胎動と基本的方向

第２部自律的学校経営政策の構造

第１章教育課程政策(b）

第２章人事政策(c）

第３章財政政策(d）

第４章アカウンタビリティー政策(b）

第５章考察

第３部自律的学校経営政策の効果

第１章州全体における効果(b）

第２章レーラーイースト小学校における効果(e）

第３章ストリートン小学校における効果(e）

第４章サンバリー中等学校における効果(e）

第５章エリンバンク中等学校における効果(e）

第６章考察

結論自律的学校経営政策の構造と効果

第１節自律的学校経営政策の構造と効果
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第２節日本への示唆

く既発表論文＞

(a）「オーストラリアにおける学校評価(1)－BrianCaldwellの学校経営理論に関す

る考察一」研究代表者：牧昌見『学校評価に関する実証的研究』平成８．９．１０年度文

部省科学研究費基盤研究Ａ－２研究成果報告書，国立教育研究所，１９９９年３月，１４６

－１６５頁，単著。

(ｂ)｢オーストラリアにおける学校評価(2)－ビクトリア州におけるアカウンタビリ

ティー－」研究代表者：牧昌見『学校評価に関する実証的研究』平成８．９．１０年度文

部省科学研究費基盤研究Ａ－２研究成果報告書，国立教育研究所，１９９９年３月，１６６

－２２８頁，単著。

(c)｢＜研究ノート＞豪州ビクトリア州における管理職･教員人事制度の検討」『オセア

ニア教育研究』第５号，１９９８年１２月，８２－９３頁，単著。

(d)｢豪州ビクトリア州における学校包括予算配分方式一公平と効率一」『オセアニア

教育研究』第６号，１９９９年１２月，１９－３１頁，単著。

(e)｢教育政策の効果分析一オーストラリア･ビクトリア州を対象として－」日本教育学

会第５９回大会発表資料，会場：名古屋大学，自由研究発表圃，教育行財政･教育法部

会，２０００年８月３０日，単著。

５Caldwell，ＢＪ.／Spinks，』.Ｍ､,ｏｐ・Cit.,ｐ,１９２．

６Beare,Ｈ､,ManagingSchoolswithCharters,OfficeofReview,Departmentof

Education，１９９５，ｐ､６．

７StateofVictoria,ＥｄｕｃａｔｉｏｎＡｃｔｌ９５８，１９９５，ｐ､３１．

８吉本二郎『学校経営学』１９６５年，国土社。

９伊藤和衛『学校経営の近代化入門』１９６３年，明治図書。

l0Chubb,』.Ｅ､,Moe,Ｔ､Ｍ,Politics,MarketsandAmerica'ｓSchool，Brookings，

１９９０．

１１次の論文でわが国の学校選択政策を検討した。拙論「学校選択」大塚学校経営研

究会編『現代学校経営論』筑波大学学校経営学研究室，２０００年。
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ThePolicyFrameworkfbrSchoolManagementinVictoria，Australia：A

theoreticalConclusion

HiroshiSato(TheUniversityofTsukuba）

SelfManagingSchoolscanbedefinedasschoolmanagementinwhichauthority

andtheresponsibilityfOrthecurriculum，personnel，financeandfacilitiesare

decentralisedineducationpoliciesandthｅａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙｆｒａｍｅｗｏｒｋ・Self‐

ManagingSchoolshavediscretiontｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｐｏｌｉｃｉｅｓｔｈａｔimprovestudent

learningoutcomesｔａｋｉｎｇｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｏｆｔｈｅｓｔｕｄｅｎｔｓａｎｄｃｏｍ‐

ｍｕｎｉｔｙも

ＴｈｅｐｏｌｉｃｙｆｒａｍｅｗｏｒｋｆｏｒＳｃｈｏｏｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｃｕｒｒｉｃｕｌｕｍ，

personnel,financeandaccountabilityandeverypartisessential､ＡＣｈａｒｔｅｒｉｓｔｈｅ

ｋｅｙｅｌｅｍｅｎｔｏｆｔｈｉｓｆrameworkasaChartercontainsschoolprofiles,schoolgoals

(curriculumandoutcomes,environment,finance,humanresourceandaccount‐

ability)，schoolpriorities,codesofpracticeandaccountabilityarrangementsin

ordertocombinedecentralisedauthorityandresponsibility〉consistentwith

educationpolicieｓａｎｄｒｅｆｌｅｃｔｉｎｇｃｏｍｍｕｎｉｔｙｎｅｅｄｓ，TheCharterisathree-year

schoolstrategytoimprovestudentlearningoutcomes､WithoutａCharter,decent‐

ralisedauthorityandresponsibilitywoulddisperse．

ACharterisafbrmalunderstandingsignedbyaprincipal，aSchoolCouncil

PresidentandDoEtosignifythatanagreementhasbeenreached,Subsequently

theSchoolCouncilPresident,ParentsandDoEexpectschoolstoimplementthe

Charter､SchoolsmayimplementCharterstomeasureuptotheirexpectations,but

noguaranteeisgiven.ItisinterestingthattheEducationAct,Ａｒｔｉｃｌｅｌ５Ｌ(b)says

Charterdoesnotcreateanylegalstatusofrightsanddutiesamongtheprincipal，

theSchoolCouncilPresidentandDoＥ､ThismeansthataCharterisdifYbrentfiPom

abusinesscontract,That，ｓｗｈｙＲａｅ(1997,ｐ､117)calledaCharteraquasi-contract・

Ｔｈｅｎ,withoutlegalcontrol,ｈｏｗｄｏｗｅａｓｓｕｒｅｔｈａｔｓｃｈｏｏｌｓｉｍｐｌｅｍentCharters？

Theanswertothisquestionshedslightontheprinciplesofthepolicyfｍｍｅｗｏｒｋ

ｉｎｔｅｒｍｓｏｆｓｔｕｄｅｎｔｌｅａｒｎｉｎgoutcomes．
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Brieflyspeaking，ｔｈｅａｎｓｗｅｒｉｓ‘ChecksandBalance'sbetweenschools，parents

andDoE・TheimplementationofaCharterisassuredby‘ＣｈｅｃｋｓａｎｄＢａｌａｎｃｅ，sso

thatschoolscanbeaccountabletoparentsandDepartmentofEducation.‘Checks

andBalance'ｓａｒｅｂａｓｅｄｏｎｔｗｏｍｅａｓｕｒｅｓ．

First，theCharterisreinfbrcedintheprocessofprincipalselection，principal

contractrenewalaswellａｓｔｈｅｂｙａｓｓｅｓｍｅｎｔｏｆｔｈｅＣｈａｒｔｅｒｉｍplementationis

assessedbytheSchoolCouncilPresidentandDoE・ThisPerfbrmance

Managementisdesignedtoimprovestudentslearningoutcomesbyfbcusing

principalsontheachievementofkeyresults・Thedeterminationofperfbrmance

assessmentfbrprincipalsistheresponsibilityoftheGeneralManager(ofSchool)．

Inthisway》ｔｈｅＳｃｈｏｏｌＣｏｕｎｃｉｌＰｒｅｓｉｄｅｎｔｓａｎｄＤoEexamineeachprincipal，s

perfbrmancesothatprincipalswilltakeadvantageofthedecentralizedauthority

andresponsibilitytoimprovestudentlearningoutcomes・EachPrincipal's

discretionischeckedtomaintainａｂａｌａｎｃｅｏｆｐｏｗｅｒｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅschool，Parents

andDoE．

Second，ｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆａＣｈａｒｔｅｒｉｓｅvaluatedthroughtheSchoolAnnual

Ｒｅｐｏｒｔａｎｄ'IhPiennialReview・ＴｈｅＳｃｈｏｏｌＣｏｕｎｃｉｌＰｒｅｓｉｄｅｎｔａｎｄｐａｒｅｎｔｓｔａｋｅｐａｒｔ

ｉｎｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅＡｎｎｕａｌＲｅｐｏｒｔａｎｄＴＹｉｅｎｎｉａｌＲｅview・Independent

Verifierswhohavesub-contractedconductindependentverification・Ｉｎｔｈｉｓｗａｙ》

theSchoolCouncilPresidentandlndepen-dentVerifierexamineaschool，s

perfbrmanceagainstit，ｓｇｏａｌｓａｎｄＤｏＥ'srequirementsasdescribedintheCharter

toensumethatschoolswillusetheirdecentralizedauthorityandresponsibilityto

improvestudentlearningoutcomes．EachSchool'sdiscretionischeckedto

maintainabalanceofpowerbetweentheschoo1ｓ，parents/ａｎｄＤｏＥ．

Inshort，implementationｏｆｔｈｅＣｈａｒｔｅｒｉｓａｓｓｕｒｅｄｎｏｔｂｙｌｅｇａｌｃｏｎｔｒｏｌｂｕｔａ

ｓｙｓｔｅｍｏｆ‘ChecksandBalance，sbetweentheschools，ｐａｒｅｎｔｓａｎｄＤｏＥ・Whena

principal，ｐａｒｅｎｔｓａｎｄＤｏＥｓｕｃｃｅｅｄｉｎａｃｈｉｅｖｉｎgabalance，schoolssuccesfUlly

implementtheｉｒＣｈａｒｔｅｒａｎｄｒｅｍａｉｎｃｏｍｍｉｔｔｅｄｔｏｑualityassurance．Thisisthe

principleofthepolicyfiPameworktoimprovestudentlearningoutcomes．
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＜現場報告＞

オーストラリアＮＳＷ州における教育実習

(StudentTbacherProgram）に参加して

佐藤美季

(静岡大学４年）

（１）はじめに

昨年１９９９年９月中旬より１１月までの約２ケ月と半月間、私はオーストラリア

における教育実習（StudentTbacherProgram）に参加した。訪れた学校は３校で、

リスモアパブリックスクール（LismorePublicSchool)、マロンビンビハイスクー

ル（MullombimbyHighSchool)、そしてカシノクリスチャンスクール（Casino

ChristianSchool）だった。そこでの経験を今後の研究に生かすためにも、そこで知

り得た情報、感じ考えた事柄などをここに残しておく。

（２）リスモアパブリックスクール（LismorePublicSchool）における実習

－９月１９日（月）より２３日(金)までの５日間の教育実習

①授業編成

１時間目９：１０ＡＭより１１：１０ＡＭ･モーニングティータイム（Morningmea

time）２５分間。２時間目１１：３５ＡＭより１：Ｏ５ＰＭｏランチタイム（Lunch

time）５０分間。３時間目１：５５ＰＭより３：１ＯＰＭ･午前中に２時間の授業と

１時間半の授業が２つ、午後は約１時間半の授業が１つ、と授業の枠が大きくとって

ある。１時間の授業内容を柔軟に利用するのに有効な仕組みと思われた。たとえば私

が参観した第５．６学年のＪクラスでは、火曜日の１時間目、子どもたちは始めイレ

ツク（Yilek）先生のもとで図書館で本を読み、途中でコンピューター室へ移りリース

（Lees）先生の指導を仰ぐのだった。先生同士で事前に打ち合わせを行い、当日の朝

生徒たちに予定を知らされるのである。

②クラス編成

第５．６学年４クラス、第４．５学年２クラス、第３．４学年２クラス、第２．３学年

１クラス、第２学年２クラス、第１学年２クラス、幼稚園２クラス。学年を重ねたク

ラス編成にしている。見た限り、１クラス内で学年別に内容を違えた学習が行われる

ことはない。

その他に障害児のクラスが２クラスある。学年の低いクラスと高いクラスに分けら
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れている。生徒数は少なく、１クラス５－６人ほど。教師は１クラス２人。ランチタ

イムには外へ出て障害のない子供たちと一緒にお昼を食べ、おしゃべりや遊びをして

過ごす。障害児の子が何を言っているのか分からず戸惑っている私の横で、ローラ

（Ｌaura）という名の第６学年の女の子が、障害児の女の子のお世話をしていた。他

の子どもたちと同様な態度で戸惑いなく言葉を交わし、対応しているのに聴きを感じ

た。ノーマライゼーションという言葉がある。障害者と障害者でないものが「当たり

前」に一緒にいる関係の良さを始めて実感した。

③授業内容

私が見た限りの授業内容を紹介する。コンピューターの授業ではパーティなど催し

物の広告をコンピューターを使用して作っていた。クラスでは分度器の使い方を理解

する授業、オーストラリアでとれる鉱石を学習する授業、シャンプーなどの容器につ

いているラヴェルの意味を読み取る授業、インドネシアの文化とオーストラリアの文

化を比較する授業、インドネシアに行ったつもりで１週間の旅行プランを発表する授

業などが見られた。多くの教師たちは本屋で購入したと思われる書き込み可能な楽し

げな教材ノートを印刷し、生徒に配ってやらせていた。また、いたずらをしたり覚え

るのが遅い子のための特別な授業、学校の隣の公共テニスコートでテニスをする授業

などがあった。

④学習環境

多くの学校に共通して言えることだが、学校の回りにフェンスなどの壁はなく、校

庭と思われる敷地は全て芝生になっている。リスモアパブリヅクスクールの周りには

住宅が多く、お店は昼の時だけ開くサンドイッチ屋が一軒あるのみ。構内に購買があ

り、やはりランチタイムのみ開いて教師や生徒たちが利用していた。日本の多くの小

学校では給食があるため、購買はない。お金や栄養の管理に関し、疑問が残った。

校内の建物は６棟ほどで、日本の学校と同様、必要な時には自分のクラスに限らず

図書館や体育館、コンピューター室へ移動していた。コンピューターはその専用の部

屋に１５‐２０台ほど設置されていた。生徒数から考えても十分な配備と思われる。日

本と異なり驚いたことは、授業中以外は教室も廊下も鍵が閉まり、生徒たちは外に出

なくてはならないことである。子供たちの間で不満がある様子はなく、それがあたり

まえになっているようだった。

⑤子どものようす

子供たちは元気に挨拶し、人懐こい。制服は特にない様子だった。皆バスや徒歩、

または親の車での通学｡風紀に関しては､学校の職員室のガラスが割られることが時々

あるというが、日本でよく耳にする陰険ないじめや学級崩壊などはないと思われる。
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生徒数は１クラス約３０人ほど。授業が終わると皆間髪なく家に帰って行ったのが、

日本の子どもと異なる印象を覚えた。オーストラリアでは学校以外に教会などで子ど

も向けに取り組みが多い。子ども同様に早く帰る両親と共に、外へ出かけることがめ

ずらしくない。日本の子どものように塾へ行く子はほとんど見られず、ピアノなどを

習うにしても先生の方が家に赴いてくることが多い。授業料が日本のそれよりも低価

格であるようだった。

⑥教師のようす

スタツフルームとして大きな部屋があり、先生はそこでコーヒーを飲み昼食をとる。

先生個人の机はなく、大きなテーブルが一つあるのみ。卓球台もあり、くつろげる雰

囲気がある。

生徒が帰って５分後にはほとんどの先生は帰ってしまう。採点などの仕事の残りは

家に持って帰って行うようすだった。校長先生でさえ、学校終了後２時間ほど学校に

留まれば長い方だった。日本のように上司が残っていたら部下はやることがなくても

帰れない、といった雰囲気はまるでない。それ以前に「校長先生」は上司というより

むしろ一つの役職名に過ぎないという印象を受けた。

教師の割り振りは、１クラスに教師１人を基本にしている。ティームテイーチング

と思われるが、１クラスに２人の教師がいることもたまにあった。カウンセラーの先

生など、先生によっては受け持ちが１つの学校にとどまらず、いくつかの学校を掛け

持つ場合もある。

⑦その他

施設利用に関して述べる。プールなどの施設は構内には見あたらず、公共のものを

使っている。学校の隣の公共テニスコートでテニスをする機会があったが、その時の

教師は学校の先生というよりむしろテニス専門の､校外からの先生のように思われた。

施設も人材も学校の枠にとどまらず、地域のものや人材を利用する仕組みなのかもし

れない。地域と連携した教育経営といえる。

面白い試みと思われたことに、学期末のディスコパーティがある。子供たちは体育

館に集まって踊るのだが、プロのＤＪを呼んで彼らに先導されながら踊っていた。障

害者の子供たちも他の子供たちと同様楽しんで踊っていた。彼らがリズム感を持ち、

また臆面を見せずに人前で踊れるのはこういった経験に基づくのかもしれない。

（３）マロンビンビハイスクール（MunumbimbyHighSchool）における

実習

－１０月１８日(月)より３日間と、２４日(月)より３日間の計６日間の教育実習
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①授業編成

授業数は１日６時間。午前９時ごろから午後３時半ごろまで。休憩(放課)時間は、

モーニングティータイム、ランチタイムのみ。

②クラス編成

第７学年より第１２学年まで。日本の中等学校にあたる。学年が重なることはなさ

そうだが、何らかの事情により学年の異なる生徒が別の学年のクラスにいることは珍

しいことではなかった｡第７．８学年ではあらゆる科目を体験させるという意図から生

徒の選択の授業はないが、第９学年から選択ができる。そのため第７．８学年の生徒た

ちには興味のない授業が存在し、その授業ではやる気ない態度を見せる子が多い。日

本語教師のトニー（Tbny）は、第７．８学年の生徒のやる気のなさにいつも気を滅入

らせていた。「私この授業嫌い｣と面と向かって言う子もいた。

生徒数は１クラス３０人以下２０人程度。ただし授業による。選択授業で希望者が

少ない場合その授業自体が削られるため、極端に生徒が少ないクラスはない。

③授 業 内 容

残念ながら日本語の授業以外見ることはなかった。その限りで紹介すると、第７．

８学年では日本語での家族の呼び方、自分や家族の名前や年齢の言い方．たずね方な

どを学んでいた。第１０．１１学年ではものや動物の数え方、会話を聞いて内容を選

択肢から選ぶなどのリスニングの授業、第１２学年では小説｢キッチン｣を訳して読ん

だり、文の音読を聞いて内容の質問に答えるリスニングの授業を行っていた。トニー

（Tbny）は自分で作ったという日本語学習ノートを生徒の段階別に用意しており、生

徒たちはそれをもとに日本語の学習を進めていた。

日本語以外に、英語、インドネシア語など生徒はいくつかの言語を選択できる様子。

他にも数学、歴史などの必須科目を除き、化学、物理、天文学、フォトグラフィ、建

築、料理、芸術などを選択できる。マロンビンビ（Mullombimby）の町はけして大き

いとは言えない。学校も同様それほど大きくはないが、選択幅がこれだけ広ければ日

本の普通科学校に比べて十分と言わざるを得ない。

④学習環境

校内の建物は多く、専門分野別に分かれている。目安、１０棟以上。生徒たちは授

業ごとに教室を移動する。建築、料理、化学、言語、フオトグラフィなど、それらの

内容に合わせて教材を充実させた教室が各々に設けられていた。プールなどの設備は

構内にはない。近くに公共のプール施設があり、生徒はそれを使っている。

１０分ほど歩くと商店街があり、ランチタイムに生徒はそこでお昼を食べ、買い物
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ができる。校内にも小さな購買店が昼の時間だけ開かれるため、生徒たちはそこでも

ピザやハンバーガー、パイやホツトドヅク、飲み物などが買える。

学校の周りはフェンスなどの壁はなく、脇に小川や緑の空間があり、生徒たちの憩

いの場となっていた。学校の真中にシンボルのような美しいジャコレンダの木が植え

てあり、春に美しい花を咲かせる。中庭に生徒たちが腰掛けておしゃべりしたり、お

弁当を食べられる木製のテーブルや椅子が置かれていたりと、気持ちの休まる空間作

りの工夫がされていた。

⑤子どもの様子

授業で会ったことのある生徒たちは気軽に挨拶をしてくれる。日本の子供たちより

積極的に質問や意見を言う子が多い｡｢日本ではオーストラリアの生徒より消極的な子

が多いです。あまり好ましくありません。」とある先生に話したことがあった。先生は

｢それは内向的，外向的という子供たちの性格の違いであって、良い悪いではないと思

います。もちろん外向的の子の方が私は話しがしやすいけど、どちらを好むかは教師

によっても異なります。」とおっしゃった。積極的な子が望ましい、という見解を何の

ためらいもなく持っていたため、その意見に驚き、面白いと思った。一方、好きでな

い授業にはやる気がない態度を示し、教師に反発する子もいる。風紀に関して言えば、

喧嘩は頻繁。制服はないが、女子生徒がタンクトヅプ１枚でいることは良くないとさ

れている。化粧や装飾品は問題ない。アルバイトも禁止されてはいないようす。また

日本の中学・高校にあるような部活動はなく、小学校同様生徒も先生も授業が終わる

と同時に帰る支度をしていた。通学手段はバスや自転車が多い。

そのほか、クラスに障害をもつ生徒がいたが、その子には特別な先生が横につき、

他の生徒たちと同じように授業を受けていた。

⑥教師の様子

５－６人の教師が一部屋をシェアする形でいくつかに分かれている。１日中顔を合

わせない他の教師がいることがめずらしくない。私は教師の生徒への「しつけ」に注

目していたが、トニーはその辺きびしかつた。生徒の姿勢の悪さに怒ることはないが、

お喋りをしていたり態度の悪い生徒には、黒板に名前を並べ、罰として外に立たせる。

ひどい時は「反省用紙」のようなものを渡し、トニーの職員室の前でランチタイムの

半分'）を、おしゃべりせず過ごさせる。それを１回行うと用紙に判子が１つ押され、

３日間それを続けなければならないというものだった。ただし遅刻に関しては寛容だ

った。事務室で遅刻理由を言い、用紙をもらってそれを先生に提出すればよいのであ

る。特に怒られることはないが、遅刻や欠席が多いと授業の進度に遅れるため理解度

が低く、そのため成績が悪いということはある。言いかえれば遅刻しても授業進度に
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追いつけるならば問題はないのである。

⑦その他

授業以外の時間は教室に鍵がかかるので、生徒たちは外で過ごさねばならない。雨

に日のランチタイムに､廊下でパンやサンドイヅチを食べている生徒を大勢見かけた。

冬の寒い日は大変だと思われる。

建築学習用の部屋を覗くと､あらゆる木材や木材切断機器などが備えつけてあった。

他にも、生徒は自由に暗室を利用して写真を現像することが可能だった。それらから

推測する限り、生徒たちの学習設備に関する環境はかなり充実していると思われた。

週に一度、朝礼ならぬ昼礼のようなものがあり、生徒は全員バスケット場に集まら

ねばならない。校長先生が話をしたり、生徒の中で話すことのある人が前に出て話を

する。他の生徒たちは別に並ぶと言うこともなく、聞こえるところならどこでもよい、

という雰囲気で集まり、話しを聞いていた。

（４）カシノクリスチャンスクール(CasinoChristianSchool)における実

習

－１１月１５日(月)より２６日(金)まで２週間の教育実習

①授業編成

午前９時ごろより午後３時ごろまで。休憩(放課)時間はモーニングティータイムと

ランチタイムのみ。１日３時間の授業に分けているが、実際にはそれを柔軟に細分し

て多岐にわたる学習内容をこなしていた。

②クラス編成

幼稚園・小学校第１学年１クラス、第２．３．４学年１クラス、第５．６学年１クラ

ス。全生徒数６６人、１クラスあたり教師１人と約２０人の生徒。

③授業内容

私の訪れた時期は忙しい年度末であり、残念ながら幼稚園・小学校第１学年のクラ

ス以外ほとんど見られなかった。幼稚園・小学校第１学年の先生はジル（Jill）であ

り、私は彼女の家にもホームステイをした。彼女の授業は、朝の合唱2)、週に１度の

お話し会3）に始まり、ものの量の測り方、大きい小さい、英単語遊び4)、紛らわしい

発音の勉強、文字を書く練習、刺繍、本読み、算数、哨乳類の学習などが主である。

学習の合間に幼稚園児はボール遊びやパズル遊び、積み木遊びなどをする。幼稚園児

と１年生の授業内容はほとんど異なるが、ジルは生徒の母親ヘルパーの手を借り、そ

の指導を上手くこなしていた｡たとえば小学校１年生の生徒に算数を勉強させる時は、

幼稚園児には部屋の脇で本読みをさせる。１年生に単語の勉強をさせる時は幼稚園児
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もアルファベヅトの勉強をさせ、テストなど静かにさせたい時は外でものの量や大き

さの学習をさせるのである。

④学習環境

牧場の真中で、牛と鳥が見えるほか何もない。建物の裏側に無数のツバメの巣があ

り、子供たちの興味を引いていた。壁はなく、植木は少々あるが、特に木々が多いと

もいえない。学校の校舎が．の字に建てられており、真中に花壇や日陰のできる砂場

などの遊具が設置されている｡教室以外に図書室や集会室､スタッフルーム､事務室(客

室にもなる)がある。月曜日から木曜日まで子供たちはお弁当が必要であり、金曜日は

ヘルパーのお母さん方がお菓子やお昼のサンドイヅチなどを作り、安く売ってくれる。

子供たちはそれを楽しみにしている様子だった。

校内にプールなどの設備はなく、また近くにもないため、夏の期間だけ、毎週月曜

日、バスに乗って公共のプール施設へ行く。子供たちは親からお金をもらい、それを

払って施設を利用する。

クラス環境としては、１クラスに１台のパソコンを備えており、子供たちは休憩時

間にパソコンゲームで遊んでいた。授業中に使うことは、私のいた期間ではなかった。

部屋の壁全体が知識の宝庫であり、蛙や昆虫のボスターや昆虫たちの死骸、草花の種、

噛乳類・腿虫類といった生物分類のポスター、コンボスト、子供たちの作品、アルフ

ァベット－覧表、親切にされた人の名前とその内容の一覧などが展示されていた。５）

⑤子どものようす

皆人懐こぐ、元気。風紀に関しては制服はあるが、それを子供たちが嫌がっている

様子はなかった。化粧をする生徒はいなかったが、ピアスは幼稚園児でもつけている

子がいた。窓が割られることや陰険ないじめ、学級崩壊などはまずない。ただ、１人

の女の子が転校するというのでわけを聞いてみると、「先生が嫌いだから｡先生が私だ

けに意地悪をするから｡」という返事が返ってきた。私立学校なだけに転校は簡単に許

されるのかもしれない。また親も無理に子どもが嫌がる学校に行かせるつもりはない

のかもしれない。

通学手段はほどんどバスであり、残り少数は親による車通学であった。徒歩通学の

生徒はいない。バスが学校の終了と同時に来るので、授業後まで学校にいる子どもは

ほとんどいない。

⑥教師の様子

教師も学校が終わるとすぐに帰ってしまう。ジルは自主的に朝他の先生より早く来

て準備をしたり、少し残って明日に備えることはあった。もちろん家に採点や日記の

返事といった仕事を持ちかえるのは頻繁であり、いつも疲れている様子だった。教師
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は校長先生も含めて計３人(校長先生は第５．６学年を受け持っている)。他に事務の人

がいる。毎日４－５人、生徒の母親のヘルパーが交代で来るため、教師数が少なくとも

上手く教育活動をこなしていけるようだった。ヘルパーの母親も、学校では子どもに

どんなことをしているのか、子どもは学校でどんな様子なのかが分かり、良いと言っ

ていた。彼女たちは先生の手助けをしたり、金曜日にはお菓子やサンドイッチをつく

って子供たちに安く売ったりしていた。

⑦その他

ヘルパーのほとんどは生徒の母親だが、子どもが卒業した後も続けてヘルパーに来

ている人もいた。月曜日の午後にあるプールの授業に関しては、いつもの約３倍のヘ

ルパーが来て、子供たちの水泳の指導と安全に心がける。そこでは父親のヘルパーも

多かった。計１５人ほどの大人たちが各々子ども５－６人を指導していた。

１人の女子高校生が１週間だけ就職体験に来た｡高校側でそういった活動を推進し、

単位を与えているとか。自分の希望に添った内容の体験ができるらしく、この学校を

選んだのも彼女がジル（Jill）のことを良く知っていたし、教師になりたいと思って

いたからだと言う。

授業以外の学校活動としては、毎週金曜日の朝会がある。朝会は校長先生の話、表

彰、披露、聖書の読書、合唱の場となっていた。また、学校全体で生徒の両親が経営

する牧場を見に行く、日本の学校の社会見学のような行事も年に何回かあるらしい。

クリスマスには公共の場でコンサートが開かれ、子供たちが歌や劇、ミュージカルや

研究などを発表することができる。

学ぶべきよい取り組みと思ったことに、カシノクリスチャンスクールでは、インド

の１人の少女に対し修学援助を行っている。毎月１度子供たちは母親からもらった少

しずつのお金を持ちより、それを学校で一まとめにして彼女に贈る。各クラスの壁に

は、彼女の写真がはってある。まるで、もう一人の生徒のようだった。

（５）おわりに－オーストラリアの経験から学んだこと

オーストラリアの学校では掃除の時間がなく、購買がありお金の携帯も許容され

ている。それらに関しては必ずしも肯定的に受け入れられるものではないかもしれな

い。しかし日本の教育がオーストラリアの教育より学ぶべき点が多いのは事実である。

今回の経験を踏まえ、オーストラリアの教育から学ぶべき点を３つ以下に述べ

る。

第一に、地域･親が学校に協力的であり、地域自治、学校自治が進んでいる

ことである。生徒の両親のヘルパーとしての活躍は教師の負担を和らげ、生徒

の安全面、精神面でも支えとなる。そして何よりも教師･生徒･家庭とのつなが
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りが強まることで学校経営にゆとりが生じる。授業時間を大まかにとって柔軟性

を重視し、授業時間の振り分けが学校ごとに異なるといった自治性を重んじるＮＳＷ

州の教育方針は、生徒の実態に対応した無理のない授業展開を可能にしている。プー

ル、その他の公共施設や校外の専門講師を利用することも、経済面でも地域を

活性化させ、地域社会や地域の人とのふれあいを生む。１日の大半を学校で送

る生徒にとって、学校外の社会との関わりが、学習の面でも精神的な面でも必

要なのである。

第二に、教師も親も生徒も、自分の生活時間を大切にしていることである。授業が

終わると、生徒も教師も間髪を入れずに帰宅につくが、それは、家庭では両親もまた

早めに帰宅していたり、地域にも子どもを受け入れる空間やイベントがあるなど、子

どもを受け入れる環境が整っているからでもある。また、学校空間も、生徒の生活空

間の一つとして緑が比較的多く、くつろいぐことを目的としたベンチやテーブルが多

く設置されていることも注目すべき点である。周囲に壁がなく、グラウンドが広く、

全面に芝生が植えられ、外観と安全に配慮している。子どもの居場所がなくなりつつ

ある日本において、社会の一人一人が自分の、また他者の生活を大切にしようという

気持ちを持つことは､ものだけでないもう一つの豊さをつくる上で大切なことである。

第三に、選択が多く、規制が比較的少ないことである。選択を迫られること

によって生徒は自分の興味、将来を考える。教材や設備も整えられ、表面的な

知識だけでなく内容の面白さを実感しやすいよう、工夫も凝らされている。規

制は日本と比較して少なく、生徒は自身で自由と責任の関係を学ぶ。また高校

終了時の盛大なパーティ、学期末のディスコパーティ、公の場で発表をするク

リスマスパーティなどは日本では考えられないことであるが、着飾る体験、踊

る体験、公の人の前に立つ体験をする上、人と共に楽しむ体験を得られる。日

本の教育で必要なのは人との交友と、それを楽しむ心の育成であるように思う。

教育は文化や慣習と大きな結びつきがあり、オーストラリアの教育を日本の教育に

そのまま当てはめて考えることはできない。しかしその違いを理解することによって、

日本の教育改革の示唆になるものも少なくない。短い期間ではあったが、今回のオー

ストラリアでの教育実習体験は、日本の教育のあり方を客観的に見直す良い機会とな

った。
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【注】

１）３０分ほど。

2）クリスチャン学校なので、賛美歌が多い。

３）人の話しを聞いたり、話しをする練習。

4）何枚かの英単語を書いた紙の裏に１枚だけシールを張り、シールをつけた子以外

がシールの張ってあるだろう単語を選び、英単語を発音した上で確認するのだっ

た。当たった子はシールを張り替える権利を得るという遊びで、１年生の生徒も

幼稚園児も楽しんでいた。

５）学校の方針で、人に感謝することの大切さを教えることに重きを置いていた。
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《書評》松川由紀子著

『ニュージーランドの保育と子育ての支え合い』

福本みちよ

(国立教育研究所研究協力者）

＜本書の特徴＞

本書は、筆者が１７年間にわたって積み重ねてきたニュージーランド保育に関する

研究成果をまとめたものである。そもそも筆者の研究動機は､他国の保育史研究でも

珍しい無償幼稚園がニュージーランドでなぜ開設され普及し､今なお広く存在するの

か、という点にある。この研究関心を追究すべく、本書ではニュージーランド保育の

歴史と現状、さらには子育て支援活動の展開などについて論述されている。

本書の特徴をいくつか挙げるならば､まず第一に乳幼児保育の歩みを丁寧に解説し

ている点を指摘したい。第二に、ニュージーランドの乳幼児保育は非常に複雑多岐に

わたり、初めての者にとってはわかりづらいのだが､その乳幼児保育の現状を事例を

交えて詳細かつ具体的に調査分析している。しかも単なる事例紹介に終始せず､保育

者養成や保育行財政の特徴についても言及されている点は筆者の研究の幅を表してい

る。そして第三に、「核家族の移民の社会から近代国家としてスタートしたニュー

ジーランドでは、概して次世代育成力は弱く、子育ては容易な営みではなかったため

に、それだけに子育てを支援する伝統は顕著であった」（｢まえがき」より）という背

景をもつニュージーランドの子育て支援の歴史や支援の形態､行政や地域の対応など

といった、今後さらに注目されるであろう点についても論述されている点は、わが国

に対する示唆も多く、本書の大きな特色といえよう。

く本書の概要＞

本書は、乳幼児保育史、乳幼児保育の現状、子育て支援という三つの側面からまと

められている。本書の構成は、次の通りである。

はじめに

第一章ニュージーランドの乳幼児保育の歩み

１概観

２ニュージーランドの幼稚園は無償幼稚園

３必要とされつつ社会的に容認されなかった保育所の歴史
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４子育てを支え合うユニークな保育機関プレイセンター

第二章多様な乳幼児保育の現状

１概観

２今なお幼稚園は無償幼稚園

３近年になって急増しつつある保育所

４保育への親と地域の関与

５保育内容と保育者養成そして保育行財政

第三章ニュージーランドの子育ての支え合い

１概観

２子育て支援の伝統

３子育てを支え合う社会

おわりに－わが国が参考にしたいこと－

そして最後に、わが国に対する示唆として､①保育機関の情報公開と保育への親参

画、②幼小連携の必要、③親の子育て責任とその社会的支援の必要、④まずは母親非

難や親非難をやめることが大切、⑤親への情報提供、昼間の居場所の充実の必要性、

の５点を指摘している。

＜若干のコメント＞

ニュージーランドの学校教育を研究対象としている論者にとって、これまで「複

雑・難解」というイメージでしかなかった就学前教育機関（保育機関）の類型と現状

を整理し理解することができたことに大変感謝している。また、論者の個人的な感想

としては、子育て支援活動に関する記述は非常に具体的かつ示唆に富み興味深かっ

た。

最後に、ニュージーランド教育研究の成果がまとめられ、こうして刊行されたこと

に、同研究に携わる者の一人として大きな喜びを感じる。今後ニュージーランド教育

研究がさらに発展していくためには､紀行文的なものや事例紹介だけではなく、綴密

かつ詳細な研究を土台にした研究成果が求められる。そうした意味でも、本書の果た

す意義は大きいと考える。

（渓水社．２０００年．２８００円）
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○オセアニア教育学会２０００年度活動報告

１９９９年１２月５日オセアニア教育学会第３回研究発表大会・総会

於 京 都 女 子 大 学

○総会

○講演「多文化のオーストラリア（MulticulturalAustralia)」

フランシスコ・マルティネス氏（京都女子大学教授）

○研究発表７件

２０００年１月２１日紀要『オセアニア教育研究』（第７号）編集委員会

於青山学院大学笹森研究室

２０００年２月６Ｈ２０００年度第１回理事会

於青山学院大学笹森研究室

２０００年３月４日オセアニア教育学会ニユースレター第６号発行

２０００年５月２０日紀要『オセアニア教育研究』（第７号）編集委員会

於青山学院大学笹森研究室

２０００年２月６日２０００年度第２回理事会

於青山学院大学笹森研究室

○紀要『オセアニア教育研究』（第７号）編集状況について

○オセアニア教育学会第４回大会について

○オセアニア教育学会役員選挙について

２０００年９月８日オセアニア教育学会ニユースレター第７号発行

２０００年１０月１３日紀要『オセアニア教育研究』（第７号）編集委員会

２０００年２月６日２０００年度第３回理事会

於青山学院大学笹森研究室

月例勉強会『オーストラリア教育史』読書会於青山学院大学

毎月１回
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オセアニア教育学会第３回大会報告

はじめに

１９００年代最後となるオセアニア教育学会第３回大会は、１９９９年１２月５日(日)京都

女子大学を会場として開催された。当日は快晴で、大会実行委員長の石附実会員のご

尽力もあり、大会参加者も５０名近く、盛会のうちに大会を終えることができた。

また、西日本での初の大会開催ということもあり、京都や大阪、名古屋からも新入

会員を含め多くの参加があった。今後も東京以外の会場で学会を開催することは、会

員数を増やす意味でも重要であると考えられる。

1．研究発表

研究発表は午前の部が３名、午後の部が４名であった。午前の部の司会は今井信光

会員(渋谷教育学園)と玉村公二彦会員(奈良教育大学)､午後の部の司会は見世千賀子会

員(東京学芸大学海外子女センター)、西谷茂会員(兵庫大学)であった。なお、研究発表

者と題目は以下の通りである。

【午前の部】

○LOTＥ教育としての英語教育

一オーストラリア・グリフィス大学における研修プログラムをふまえて

安部直子・幸野稔(秋田大学教育学部）

○日本人テイーチングアシスタントのヴィクトリア州立学校への適応過程

一自己評価とオーストラリア人教師による評価の比較

宮城徹(ラドルーブ大学教育学部大学院）

○オーストラリアにおける日本語教員の養成・研修について

－南オーストラリア州を事例として

青木麻衣子(青山学院大学大学院）

【午後の部】

○豪州高等教育における生涯学習能力

一ヴィクトリアエ科大学を中心に

津田敬人(静岡県立大学）

○ヴァヌアツ共和国における教育の現状と課題

一教育改革とVernacularEducation-
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松林京子(大阪大学大学院人間科学研究科）

○バチェラーカレッジにおける先住民学生の現状

伊井義人(青山学院大学非常勤講師）

○オーストラリアにおける学校・家庭・地域社会の連携

一親の学校参加を中心に－

神鳥直子(日本学術振興会特別研究員）

今回の研究発表は、ヴァヌアツ共和国に関する発表以外はすべてオーストラリアを

対象とした内容であった。今後は、ニュージーランドなど他のオセアニア地域の研究

発表が期待されよう。また、比較的若手の研究者の発表が多いことも特徴として挙げ

られる。今後は、若手の研究者の「勉強」の場として、中堅以上の研究者の発表を増

やしていく必要があるのではないか。ＯＨＰシートやスライドを用いた発表もあり、

今後の研究発表方法についての模索の必要性も感じられた。

２.講演会

講演会では京都女子大学教授フランシスコ・マルテイネス氏による「多文化のオー

ストラリア(MulticulturalAustralia)」と題する講演が行われた。ここでは、ビデオ

上映を交えて、分かり易くオーストラリアの多文化主義が抱える現状や問題点、例え

ば移民や先住民に関するそれらを、１時間という限られた時間ではあったが、お話し

してくださった。しかし、比較的、一般的な講演内容であったため、今後はオセアニ

ア教育学会が全体的に「成熟」していくためにも、より専門的な議論ができる場を、

講演会、シンポジウムで会員に提供する必要があるのではないか。

また、今回はオーストラリア、先の第２回大会ではニュージーランドに関する講演

であったが、講演会についても自由研究発表同様に、前２カ国以外のオセアニア地域

の教育の現状について扱う必要も考慮すべきではないか。国際協力事業団（ＪＩＣＡ）

をはじめとして日本は、オセアニア諸国に多くの教育的な支援を提供している。その

ため、講演会やシンポジウムでオセアニア地域の教育支援に直接携わった方々にお話

していただくことも可能ではないか。そして、それが新たな会員層を築く契機をも含

んでいると考えられる。

３．総会

総会では、笹森健会長の挨拶の後、議長として広島経済大学の小川富之会員が満場

一致で指名された。議事の内容は以下の通りであった。
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以上の結果、来年度大会開催校は芝中・高等学校となった。１９９９年度決算報告時

には、今井信光会員、恵玲子会員による監査報告がなされ、会員からの承認も得られ

た。予算案は、これまでとは異なり、事務局に梅沢比芙美会員、武藤佳代子会員が加

わることによるアルバイト代の計上がなされた。また、活動計画には毎月の読書会や

オセアニア教育学会のホームページ開設についての報告があった。特にホームページ

開設に関しては、『オセアニア教育研究』の販路拡大、新入会員を増加させるために必

要不可欠であるとの考えが示された。オセアニア教育学会のホームページは、現在、

青山学院大学内に開設されている。新紀要編集委員会は、石附実編集委員長に代わり

西谷茂会員が委員長に、樋口信也編集委員に代わり福本みちよ会員が笹森健会長より

指名され、総会参加者によって承認された。

4.懇親会

懇親会は、自由研究発表の午後の部終了後、京都女子大学学生会館において行われ

た。今回は新入会員も多数出席したため、所謂「顔見知り」以外の会員とも多く話す

機会があった。また、講演会でお話してくださったマルティネス氏も参加してくださ

り、各会員が様々な疑問を同氏にしていた。懇親会での活発な議論は、今大会の成功

をそのまま反映しているかのようであった。

5.課題と今後の展望

今回のオセアニア教育学会第３回大会は、関東圏以外の西日本における初の開催で、

当初は会員が比較的関東圏に集中していることもあり不安もあった。しかし、結果的

には「殻」を破ったことにより多くの新入会員を得ることができ、一回りスケールア

－６７－

1999年度活動報告

1999年度決算について

2000年度活動計画について

2000年度予算について

紀要編集委員会報告

新紀要編集委員の承認

来年度開催校の決定

その他

・新事務局体制について



ツブしたオセアニア教育学会をみることができたことに感謝している。来年度の大会

は、坂詰貴司会員を中心として芝中・高等学校で開催される。他の学会にも見られる

通り、関東圏開催、地方開催を交互にすることによって地域特性を踏まえた研究大会

が、今後開催されていくことを望まずにはいられない。

また最後に今後の課題として、自由研究発表・講演会以外にも、テーマを設定した

ラウンドテーブルなど、新たな研究の場が研究大会には望まれるであろう。さらに、

オセアニア教育学会は会員１００名程度の極めて小規模な学会であり、問題関心が｢オ

セアニア地域」の「教育」と専門的である。この二つの特性を十分考慮した上での研

究交流の場を設置する必要性もあるのではないだろうか。

最後に、オセアニア教育学会第３回大会の成功は、大会実行委員長の石附実会員ほ

か、京都女子大学大学院生、学部生のみなさん、そして本大会を機にオセアニア教育

学会に入会してくださった岡本洋之会員､添田晴雄会員のご尽力あってのものである。

この紙面を借りて、会員一同に代わり、お礼を申し上げたい。ありがとうございまし

た。

(文責：伊井義人）
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第１章総則

第１条本会はオセアニア教育学会（SocietyforOceanianEducationStudies）と

称する。

第２条本会はオセアニアの教育に関し学術的に研究し､かつ教育現場の理解に努め、

もって日本とオセアニア諸国の相互理解及び交流を深めることを目的とする。

第３条本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

１．総会及び研究会の開催

２．研究年報または会報の発行

３．その他本会の目的達成に必要な事業

第２章会 員

本会の目的に賛同し､オセアニアの教育に関心を持つ者をもって会員とする。

本会の会員になるためには入会申込書を提出しなけれはならない。

会員は会費を負担するものとし会費は年額5,000円(学生3,000円:団体8,000

円）とする。

会員のうち３年間にわたって会費納入を怠ったものは､本会から除籍される。

条
条
条

４
５
６

第
第
第

第７条

第３章役員

第８条本会の事業を運営するために次の役員をおく。役員の任期は２年とする。

但し、重任を妨げない。

会長１名理事７名（但し、事務局長１名、編集委員長１名を含む｡）

監査 ２名

第９条１）会長は総会にて選出し、本会を代表するものとする。

２）理事は会員の互選により選出する。欠員が生じた場合、直ちに補充する。

３）監査は理事会の議を経て会長が委嘱する。

４）事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。

５）編集委員長は、理事会の識を経て会長が委嘱し、理事に加える。

６）事務局長は、事務局員を委嘱することができる。

第４章総会 及び理事会

第１０条総会は本会最高議決機関であって年１回これを開催し､重要事項を決定する。

-６９－
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第１１条理事会は会長及び理事によって構成し、本会の重要事項を審議する。

第１２条

第１３条

第５章会計

本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。

青山学院大学文

第６章雑則

第１４条本会の事務局は、当分の間、東京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学｜

学部教育学科笹森研究室におく。

第１５条本会則の改正は総会の決議による。

第１６集本会を運営するのに必要な細則は理事会が定め、総会に報告する。

附則

本会の会則は、平成５年１２月４日より施行する。

附則

本会の会則は、平成６年１２月３日より施行する。

附 則

本会の会則は、平成７年１２月９日より施行する。

附則

本会の会則は、平成９年１２月６日より施行する。

附 則

本会の会則は、平成１０年１２月１２日より施行する。
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○オセアニア教育学会選挙管理規程

オセアニア教育学会役員選出に関する規定を次の通り定める。

（目的）

第1条この規程は、オセアニア教育学会における役員の選出が、公明かつ適正に行

われることを意図し、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。

（役員選出の方法）

第２条役員の選出は会員全員の選挙により行う。

（選挙事務の管理運営）

第３条役員の選挙については、選挙管理委員会が管理運営するものとする。

（選挙管理委員会）

第４条１.選挙管理委員会は、会長が会員の中から指名し３名の委員で構成する。但

し、理事１名を含むものとする。

２.選挙管理委員会には選挙管理委員長を置く。委員長は委員の互選とする。

３.委員の任期は、２年とする。

４.選挙管理委員会は、投票日の公示、投票の方法、その他選挙に関し特に必

要と認める事項を選挙人に周知させるとともに、棄権防止に対して適切な

措置を講じなければならない。

（選挙権）

第５条会員は全てその権利を有する。

（被選挙権）

第６条会員は全てその権利を有する。

（選挙人名簿の作成）

第７条オセアニア教育学会会員名簿をもって代用する。

（選挙期日）

第８条選挙日の設定及びその他選挙に関する日程の作成は選挙管理委員長が公示

する。

（定例選挙）

第９条役員の定例選挙は、その任期終了前２か月以内に行う。

（臨時選挙）

第１０条前条に定める定例選挙以外に、選挙管理委員会が必要と認める事態が生じた

場合には、臨時選挙を行うことが出来る。

（投票）
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第１１条１.選挙は、投票によって行う。

２.投票は、会長については一人１票に限る。

３.投票は、理事については一人５名以内連記の１票に限る。

（投票用紙の様式及び作成）

第１２条１.定例選挙における投票用紙、別表第１号様式とする。臨時選挙における投

票用紙の様式については、その都度選挙管理委員会が定めるものとする。

２.投票用紙は、選挙管理委員会が作成する。

（投票の方法）

第１３条投票は全て郵送とし､宛先はオセアニア教育学会事務局内選挙管理委員会と

する。

（開票立会人）

第１４条選挙管理委員会は、開票に際し、選挙人の中から開票立会人１名を公募しな

ければならない。

（開票事務）

第１５条開票に関する事務取扱いは、選挙管理委員会が行うこととし、前条の開票立

会人が開票事務に立ち会う。

（開票の場所及び日時の決定）

第１６条１.選挙管理委員会は、開票立会人の立会いの上、投票総数を点検しなければ

ならない。

２.投票の効力は、選挙管理委員会が決定しなければならない。その決定に

あたっては、第１７条の規定に反しない限り、その投票を有効とする。

（無効投票）

第１７条以下の投票は、無効とする。

１.正規の用紙が用いられていないもの。

２.被選挙権の無い者の氏名が記載されたもの。

３.投票が締め切られた日の翌日以後の日付で郵送されたもの。

４.第１１条に違反したもの。

附則この規定は平成８年１２月７日より有効とする。

附則この規定は平成９年１２月６日より有効とする。
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○『オセアニア教育研究』編集委員会規程

1.編集委員会は、若干名の編集委員をもって構成し、紀要（『オセアニア教育研究』）

の編集・発行に当たる。

2．編集委員長（以下、委員長）は編集担当理事とする。編集委員長は編集委員会を

招集し、論文審査その他紀要発行に必要な事務を行う。

3．編集委員の選出は理事会が行う。

4.編集委員の任期は１期２年とする。ただし、重任を妨げない。また、１期ごとに若

干名を交代する。

5．論文の審査・執筆については別に定める。

６．本規程の改正は編集委員会の出席者の２分の１以上の同意により提案され、理事会

の承認を得るものとする。

附則本規程は、１９９７年１２月６日から施行する。
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『オセアニア教育研究』執筆要領

(1)名称：『オセアニア教育研究』（JournalofOceanianEducationStudies）とする。

(2)発行：原則として、年１回、毎年１２月１日をもって発行する。

(3)編集内容：オセアニアの教育に関する研究論文、現場報告、書評等を掲載する。

(4)執筆要綱：

1．原稿形式

・投稿はワープロまたはコンピュータで作成、印刷されたものとする。

・用紙はＢ５、縦置き横書きとし、枚数は、図表、注を含めて１２枚以内とする。

・上部余白２０ミリ、下部余白２５ミリ、左余白２５ミリ、右余白１９ミリとする。

右余白は揃える。

・フォントは明朝体、フォントサイズは１０、行間隔は１．５とする。（フオントサイズ

を指定できない場合は、３８字×33行、英文等は半角とする｡）

・図表は張り付けてもよい。

・ベージ番号は入れない。

2．統一表記

・節の表記は、１，２，３，…、小節の表記は、（１）（２）（３）．･･･とする。

・注番号は上付き片かっことする。

・邦文の論文名には「」、書名・雑誌名には『』を付ける。

・英文等の論文名には“”、書名・雑誌名はイタリックにする。（イタリックが不可

能な場合は、下線を引く。）

・文献の表示は、次の通りとする。

著者外国語著作で複数の場合はアルファベット順にする。

題名論文の場合は論文名の後に雑誌名、巻号数を入れる。

出版社名国外出版の場合は国名もしくは都市名も入れる。

出版年報告書等の題名に年号がついていても出版年は必ず入れる。

3．論文提出

・投稿希望は３月末日で締め切り、論文提出は４月末日を締め切りとする。

・投稿希望、論文提出先：

〒150-8366東京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学院大学文学部笹森研究室気付

オセアニア教育学会紀要編集委員会（FAXO3-3409-1528）

．なお、原稿形式や表記が統一されていない原稿は再提出させていただくこともあ

ります。次のページを参考にして原稿の作成をお願いいたします。
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題名

一副題一

氏名

所属

はじめに

「はじめに」を入れる場合は節に入れない。同じく「おわりに」を使用する場合も

題目に数字を入れない。題名、副題、「はじめに｣、「おわりに」は太文字にする。

１．節の題目

(1)小節の題目

節の題目は太文字にするが、小節は太文字にしない。なお、表や図を使用する場合

は、以下のように表題、出典を明記する。

表１州別学校数（1995年）

初等教育 中等教育 高等教育

Ａ州 200 100 2０

Ｂ州 9０ 4０ 1０

（出典：MinistryofEducation．〃ucatj叩加ＣＤ叩t〃Ｃ､1993,ｐ､16）

〔注〕

1）Leger,C､,＆Roman０，J・P．“BootstrapAdaptiveEstimation：TheTrimedMean

Example.，,肋ｅ砲"adja〃ＪＤｕｍａノOfStatjstics，ノ8.1990,ｐ､299.

2）Barcan,Alan・AHjsto〃ｏｆ′4ustra〃ａｎ〃ucati”・Melbourne：OxfordUniversity

Press,1980.

【参考文献】

U､Ｓ・SecuritiesandExchangeCommission．肋皿ａｊＨｅｐｏｒｔｏｆｔｈｅＳｅｃ”jtjesa"ｄ

戯曲a"ｇｅＣひ､"isj”ｆｂｒ幼eFjscajYeaI､、Washington，，.Ｃ、：Govel,nmentPrinting

Office，1983．

Boyd,WilliamLowe，＆Smal,t,Don,eds．ＥﾛIﾉcatio"aノＰＣ〃GyjnAustFa〃ａａ"0Ｍ"erjca：

C0mpar､atjvePerSpectjves・NewYork：FalmerPress，1987.
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紀要編集委員会

委 員長西谷茂（兵庫大学 ）

委員海野士郎

幸野稔

福本みちよ

笹森健

(茨城キリスト教学園・シオン短期大学）

(秋田大学）

(国立教育研究所研究協力者）

(青山学院大学）

編集幹事梶間みどり（国立教育研究所研究協力者）

英文校閲フォンス智江子（国士舘大学非常勤）

編集後記

前号から二つの課題を引き継いだと思う。ひとつはオーストラリア以外の地域にも

研究のまなざしを向けること、いまひとつはかたちに現れた制度や財政などの基盤に

ある社会や文化のかたちなき特性にも研究の視界を広げることである。今回、お二人

の方からオセアニア教育研究の意義に関する特別論文を寄稿していただいた。研究対

象の「地理的広がり」を進めるうえでも、「かたちなき特性」を考えるうえでも興味

深く貴重な論文である。これらの論文やほかの論文を読みながらあらためて感じたこ

とは、オセアニア地域の社会や文化の「かたちなき特性」を考えるうえで、植民地政

策というテーマは避けられないということである。それは先進国の論理で進められる

グローバリゼーションのもとでのローカル・アイデンティティという極めて今日的な

テーマに繋る問題ともいえよう。

今世紀最後のオリンピックがシドニーで開催された。今年西暦２０００年という年

はオセアニア研究の関係者にとっては感慨深い年だったのではないだろうか。いろい

ろな問題が指摘されながらもやはりオリンピックにはドラマがある。月並みな言い方

ではあるが、人間がかくも全身全霊を打ち込める姿は美しい。文明の転換期という先

の見えない不透明な時代状況の中で、人々がともすれば自分を見失いがちになってい

るとき、新しい文明を創造していく若者たちには夢と熱いドラマのある世界に生きて

ほしいものである。いずれはオーストラリア以外のオセアニアのどこかでオリンピッ

クが行われることを夢見ながら、新世紀最初の研究誌となる第８号になんとかバトン

を繋ぐことができたことを率直に喜びたい。

（編集委員長西谷茂）
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